
運用者数 非運用者数

令和6年度救急救命士教育計画について（案）

2 128 5 28

　令和6年度救急救命士病院実習予定者数

就業前病院実習

0

010

1 0

1

0

0

1

26 2

1上野原

南アルプス 23 7

合　　　計 295 80 23297

東山梨 1

21 3 21 2

334 5 34

0

1 0

0

0

1 0

34

ビデオ喉頭鏡気管挿管実習

大月

硬性喉頭鏡気管挿管実習

1

富士五湖

都留

1 0

1

7

峡南 25 6 25

20 12 20

4 44

再教育病院実習

1

甲府

峡北

17

45

2

6 17 2

資料１-１
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消防本部名
救急救命士総数

笛吹

48 14 48

34 18

1



①　令和６年度救急救命士再教育病院実習予定表（案）

山梨県立中央病院で実施している救急救命士再教育のための病院実習の実施方法について次のとおりとする。

　　６４時間（４日間　２当直　２日勤）
（理由）
・指導救命士の有資格者が増加したことにより、各本部において基礎的な研修が実施可能となった。
・医療機関でなければ実施できない教育を重点的に実施し、より効率的な再教育を実施できることとなった。

消防本部間で病院実習に参加する曜日の偏りが生じないよう、次のとおりＡ～Ｇまでのパターンで割り振る。
病院実習の日程調整が困難な場合には、消防本部間で調整されたい。

金

当直

日勤

当直

日勤

土

当直

日勤

当直

日勤

当直

水

当直

日勤

当直

日勤

木

日勤

当直

日勤

当直

日勤

火

日勤

当直

当直

日勤

月

当直

日勤

日

日勤

当直

Ｆ：土～火

エルスタ臨床実習

R７年１月日～月日

R６年８月日～月日

当直Ｇ：日～水

Ａ：月～木

Ｂ：火～金

日勤

Ｃ：水～土

Ｄ：木～日

Ｅ：金～月

資料１－２
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サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名

４月Ａ－１ 峡北１ ５月Ｃ－１ ６月Ｆ－１ 甲府９

４月Ｂ－１ 甲府１ ５月Ｄ－１ ６月Ｇ－１

４月Ｃ－１ 富士五湖１ ５月Ｅ－１ ６月Ａ－２ 富士五湖６

４月Ｄ－１ 東山梨1 ５月Ｆ－１ ６月Ｂ－２ 笛吹５

４月Ｅ－１ 笛吹1 ５月Ｇ－１ 南アルプス３ ６月Ｃ－２ 峡北８

４月Ｆ－１ 南アルプス１ ５月Ａ－２ 上野原２ ６月Ｄ－２

４月Ｇ－１ 甲府２ ５月Ｂ－２ 東山梨４ ６月Ｅ－２ 峡南５

４月Ａ－２ 都留１ ５月Ｃ－２ 甲府５ ６月Ｆ－２ 南アルプス５

４月Ｂ－２ 峡北２ ５月Ｄ－２ 峡北５ ６月Ｇ－２ 東山梨７

４月Ｃ－２ ５月Ｅ－２ ６月Ａ－３ 大月３

４月Ｄ－２ 笛吹２ ５月Ｆ－２ 都留３ ６月Ｂ－３ 上野原４

４月Ｅ－２ 富士五湖２ ５月Ｇ－２ 峡南３ ６月Ｃ－３ 甲府１０

４月Ｆ－２ ５月Ａ－３ ６月Ｄ－３ 富士五湖７

４月Ｇ－２ 甲府３ ５月Ｂ－３ 富士五湖４ ６月Ｅ－３ 峡北９

４月Ａ－３ 大月１ ５月Ｃ－３ 大月２ ６月Ｆ－３

４月Ｂ－３ 南アルプス２ ５月Ｄ－３ 東山梨５ ６月Ｇ－３ 笛吹６

４月Ｃ－３ ５月Ｅ－３ ６月Ａ－４ 都留４

４月Ｄ－３ ５月Ｆ－３ 峡北６ ６月Ｂ－４ 峡北１０

４月Ｅ－３ 東山梨２ ５月Ｇ－３ 甲府６ ６月Ｃ－４ 甲府１１

４月Ｆ－３ 峡北３ ５月Ａ－４ ６月Ｄ－４ 富士五湖８

４月Ｇ－３ 上野原１ ５月Ｂ－４ 峡南４ ６月Ｅ－４ 甲府 12

４月Ａ－４ 峡南１ ５月Ｃ－４ 上野原３ ６月Ｆ－４ 峡南６ 都留 5

４月Ｂ－４ 富士五湖３ ５月Ｄ－４ 富士五湖５ ６月Ｇ－４ 都留５ 富士五湖 8

４月Ｃ－４ ５月Ｅ－４ 甲府７ ６月Ａ－５ 大月 4

４月Ｄ－４ 甲府４ ５月Ｆ－４ ６月Ｂ－５ 峡北１１ 峡北 11

４月Ｅ－４ 都留２ ５月Ｇ－４ 南アルプス４ ６月Ｃ－５ 東山梨８ 笛吹 6

４月Ｆ－４ 東山梨３ ５月Ａ－5 峡北７ ６月Ｄ－５ 南アルプス６ 峡南 6

４月Ｇ－４ 峡南２ ５月Ｂ－5 笛吹４ ６月Ｅ－５ 上野原５ 東山梨 8

４月Ａ－５ 峡北４ ５月Ｃ－5 甲府８ ６月Ｆ－５ 大月４ 上野原 5

４月Ｂ－５ 笛吹３ ５月Ｄ－５ 東山梨６ ６月Ｇ－５ 甲府１２ 南アルプス 6

５月Ｅ－５

期間 期間

１日(土)　～　４日(火)

２日(日)　～　５日(水）

３日(月)　～　６日(木）

６日(木)　～　９日(日）

２８日(火)　～ ３１日(金）

３０日(木) ～６月２日(日）

２日(木)　～　５日(日）

１０日(金) ～ １３日(月）  

２５日(土)　～ ２８日(火）

２６日(日)　～ ２９日(水）

２７日(月)　～ ３０日(木）

２４日(金)　～ ２７日(月）

２１日(火)　～ ２４日(金）

４日(木)　～　７日(日）

６日(土)　～　９日(火）

７日(日) ～ １０日(水）

８日(月) ～ １１日(木）

９日(火) ～ １２日(金）

１０日(水) ～ １３日(土）  

期間

１４日(日)　～ １７日(水）

２２日(月)　～ ２５日(木）

１８日(木)　～ ２１日(日）

１１日(木) ～ １４日(日）  

３１日(金) ～６月３日(月)

１２日(金) ～ １５日(月） 

１３日(土）～ １６日(火）

１２日(日) ～ １５日(水） 

１９日(日)　～ ２２日(水）

１６日(木)　～ １９日(日）

２１日(日)　～ ２４日(水）

１５日(水)　～ １８日(土）１５日(月)　～ １８日(木）

１６日(火)　～ １９日(金）

２０日(月)　～ ２３日(木）

５日(金)　～　８日(月）

１７日(水)　～ ２０日(土）

２日(火)　～　５日(金）

３日(水)　～　６日(土）

２６日(金)　～ ２９日(月）

２４日(水)　～ ２７日(土）

２５日(木)　～ ２８日(日）

２０日(土)　～ ２３日(火）

１９日(金)　～ ２２日(月）

２９日(月) ～５月２日(木)

３０日(火) ～５月３日(金)

２３日(火)　～ ２６日(金）

４　月

３日(金)　～　６日(月）

１日(月)　～　４日(木)

１５日(土)　～ １８日(火）

１３日(月）～ １６日(木）

２３日(日)　～ ２６日(水）

２１日(金)　～ ２４日(月）

１９日(水)　～ ２２日(土）

２２日(土)　～ ２５日(火）

１７日(金)　～ ２０日(月）

２３日(木)　～ ２６日(日）

２２日(水)　～ ２５日(土）

１８日(土)　～ ２１日(火）

１日(水)　～　４日(土)

５日(日)　～　８日(水）

２７日(土)　～ ３０日(火）

２８日(日) ～５月１日(水）

１４日(火)　～ １７日(金）

６日(月)　～　９日(木）

４日(土)　～　７日(火）

２９日(水) ～６月１日(土)

８日(水) ～ １１日(土）

９日(木) ～ １２日(日）

７日(金) ～ １０日(月）

２０日(木)　～ ２３日(日）

７日(火) ～ １０日(金）

１１日(土) ～ １４日(火）  

１３日(木）～ １６日(日）

２４日(月)　～ ２７日(木）

４日(火)　～　７日(金）

９日(日) ～ １２日(水）

１２日(水) ～ １５日(土） 

１０日(月) ～ １３日(木）  

５日(水)　～　８日(土）

１８日(火)　～ ２１日(金）

８日(土) ～ １１日(火）

１１日(火) ～ １４日(金）  

１７日(月)　～ ２０日(木）

１４日(金)　～ １７日(月）

２８日(金) ～７月１日(月）

２９日(土) ～７月２日(火)

２５日(火)　～ ２８日(金）

２６日(水)　～ ２９日(土）

３０日(日) ～７月３日(水)

２７日(木)　～ ３０日(日）

５　月 ６　月

１６日(日)　～ １９日(水）
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サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名

７月Ａ－１ 富士五湖９ ８月Ｄ－１ 富士五湖１2 ９月Ｇ－１ 富士五湖１６

７月Ｂ－１ 峡北１２ ８月Ｅ－１ ９月Ａ－２ 東山梨１５

７月Ｃ－１ ８月Ｆ－１ 東山梨１２ ９月Ｂ－２ 峡北２０

７月Ｄ－１ 大月５ ８月Ｇ－１ 都留７ ９月Ｃ－２

７月Ｅ－１ 甲府１３ ８月Ａ－２ 甲府１７ ９月Ｄ－２ 甲府２１

７月Ｆ－１ 上野原６ ８月Ｂ－２ ９月Ｅ－２

７月Ｇ－１ ８月Ｃ－２ 峡北１６ ９月Ｆ－２ 大月８

７月Ａ－２ 笛吹７ ８月Ｄ－２ 笛吹１０ ９月Ｇ－２ 富士五湖１７

７月Ｂ－２ 東山梨９ ８月Ｅ－２ 峡南９ ９月Ａ－３ 東山梨１６

７月Ｃ－２ 富士五湖10 ８月Ｆ－２ 富士五湖１3 ９月Ｂ－３ 甲府２２

７月Ｄ－２ 峡北１３ ８月Ｇ－２ 大月６ ９月Ｃ－３ 峡南１１

７月Ｅ－２ 甲府１４ ８月Ａ－３ 甲府１８ ９月Ｄ－３ 南アルプス１１

７月Ｆ－２ ８月Ｂ－３ ９月Ｅ－３

７月Ｇ－２ 都留６ ８月Ｃ－３ 南アルプス９ ９月Ｆ－３ 峡北２１

７月Ａ－３ 東山梨１０ ８月Ｄ－３ 東山梨１３ ９月Ｇ－３ 笛吹１２

７月Ｂ－３ 笛吹８ ８月Ｅ－３ 峡北１７ ９月Ａ－４

７月Ｃ－３ 南アルプス７ ８月Ｆ－３ 富士五湖１4 ９月Ｂ－４ 甲府２３

７月Ｄ－３ ８月Ｇ－３ 峡南１０ ９月Ｃ－４ 上野原９

７月Ｅ－３ 甲府１５ ８月Ａ－４ 甲府１９ ９月Ｄ－４

７月Ｆ－３ 峡北１４ ８月Ｂ－４ 笛吹１１ ９月Ｅ－４ 都留９

７月Ｇ－３ 富士五湖１1 ８月Ｃ－４ ９月Ｆ－４ 峡北２２ 甲府 12

７月Ａ－４ ８月Ｄ－４ 峡北１８ ９月Ｇ－４ 峡南１２ 都留 4

７月Ｂ－４ 南アルプス8 ８月Ｅ－４ 富士五湖１5 ９月Ａ－５ 東山梨1７ 富士五湖 10

７月Ｃ－４ 峡南７ ８月Ｆ－４ 甲府２０ ９月Ｂ－５ 大月 4

７月Ｄ－４ 上野原７ ８月Ｇ－４ 東山梨１４ ９月Ｃ－５ 富士五湖１８ 峡北 12

７月Ｅ－４ 甲府１６ ８月Ａ－５ 都留８ ９月Ｄ－５ 上野原１０ 笛吹 7

７月Ｆ－４ 笛吹９ ８月Ｂ－５ 峡北１９ ９月Ｅ－５ 笛吹１３ 峡南 6

７月Ｇ－４ ８月Ｃ－５ 上野原８ ９月Ｆ－５ 甲府２４ 東山梨 9

７月Ａ－５ 峡北１５ ８月Ｄ－５ ９月Ｇ－５ 上野原 5

７月Ｂ－５ 東山梨１１ ８月Ｅ－５ 大月７ ９月Ａ－６ 峡北２３ 南アルプス 5

７月Ｃ－５ 峡南８ ８月Ｆ－５ 南アルプス１０

２１日(土)　～ ２４日(火）

２５日(水)　～ ２８日(土）

期間 期間

２４日(火)　～ ２７日(金）

３０日(月) ～１０月３日(木)

２７日(金)　～ ３０日(月）

１５日(日)　～ １８日(水）

２２日(日)　～ ２５日(水）

２０日(金)　～ ２３日(月）

１６日(月)　～ １９日(木）

２８日(土) ～１０月１日(火）

１９日(木)　～ ２２日(日）

１１日(水) ～ １４日(土）  

１４日(土)　～ １７日(火）

６日(金)　～　９日(月）

４日(水)　～　７日(土）

１９日(月)　～ ２２日(木）

１６日(金)　～ １９日(月）

８日(日) ～ １１日(水）

１８日(水)　～ ２１日(土）

１７日(火)　～ ２０日(金）

１４日(水)　～ １７日(土）

４日(日)　～　７日(水）

１１日(日) ～ １４日(水）  

２５日(日)　～ ２８日(水）

２日(金)　～　５日(月）

３日(土)　～　６日(火）

３０日(火) ～８月２日(金)

３１日(水) ～８月３日(土)

２７日(日)　～ ３１日(水）

２９日(月) ～８月１日(木)

２６日(金)　～ ２９日(月）

２７日(土)　～ ３０日(火）

２３日(火)　～ ２６日(金）

１６日(火)　～ １９日(金）

１９日(金)　～ ２２日(月）

２２日(月)　～ ２５日(木）

２１日(日)　～ ２４日(水）

１０日(水) ～ １３日(土）  

１４日(日)　～ １７日(水）

２４日(水)　～ ２７日(土）

１７日(水)　～ ２０日(土）

２０日(土)　～ ２３日(火）

９日(火) ～ １２日(金）

１３日(土）～ １６日(火）

１２日(金) ～ １５日(月） 

２５日(木)　～ ２８日(日）

１８日(木)　～ ２１日(日）

４日(木)　～　７日(日）

２４日(土)　～ ２７日(火）

２６日(月)　～ ２９日(木）

２７日(火)　～ ３０日(金）

２８日(水)　～ ３１日(土）

１５日(月)　～ １８日(木）

５日(金)　～　８日(月）

１１日(木) ～ １４日(日）  

８日(月) ～ １１日(木）

６日(土)　～　９日(火）

１日(月)　～　４日(木)

７　月

３日(水)　～　６日(土）

１８日(日)　～ ２１日(水）

７日(日) ～ １０日(水）

３０日(金) ～９月２日(月)

２日(月)　～　５日(木）

１２日(木) ～ １５日(日） 

１日(木)　～　４日(日)

２９日(木) ～９月１日(日)

２０日(火)　～ ２３日(金）

２３日(月)　～ ２６日(木）

２９日(日) ～１０月２日(水)

２３日(金)　～ ２６日(月）

５日(木)　～　８日(日）

７日(土) ～ １０日(火）

１０日(土) ～ １３日(火）  

２１日(水)　～ ２４日(土）

期間

２６日(木)　～ ２９日(日）

１３日(火）～ １６日(金）

１２日(月) ～ １５日(木） 

９日(金) ～ １２日(月）

１５日(木)　～ １８日(日）

５日(月)　～　８日(木）

７日(水) ～ １０日(土）

２２日(木)　～ ２５日(日）

３日(火)　～　６日(金）

１３日(金）～ １６日(月）

９日(月) ～ １２日(木）

１０日(火) ～ １３日(金）  

６日(火)　～　９日(金）

８日(木) ～ １１日(日）

１７日(土)　～ ２０日(火）

１日(日)　～　４日(水)

３１日(土) ～９月３日(火)

２日(火)　～　５日(金）

８　月 ９　月　

4



サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名

１０月Ｂ－１ 大月９ １１月Ｅ－１ 富士五湖２１ １２月Ｇ－１ 富士五湖２４

１０月Ｃ－１ 都留１０ １１月Ｆ－１ 東山梨２１ １２月Ａ－２ 東山梨２４

１０月Ｄ－１ 甲府２５ １１月Ｇ－１ 都留１２ １２月Ｂ－２ 峡北３２

１０月Ｅ－１ 峡北２４ １１月Ａ－２ 南アルプス１４ １２月Ｃ－２ 甲府３４

１０月Ｆ－１ 笛吹１４ １１月Ｂ－２ 峡南１５ １２月Ｄ－２

１０月Ｇ－１ １１月Ｃ－２ 峡北２８ １２月Ｅ－２ 富士五湖２５

１０月Ａ－２ 峡南１３ １１月Ｄ－２ 笛吹１６ １２月Ｆ－２ 甲府３５

１０月Ｂ－２ 甲府２６ １１月Ｅ－２ 甲府３０ １２月Ｇ－２ 東山梨２５

１０月Ｃ－２ 峡北２５ １１月Ｆ－２ 上野原１３ １２月Ａ－３ 笛吹１８

１０月Ｄ－２ 東山梨１８ １１月Ｇ－２ １２月Ｂ－３ 峡南１８

１０月Ｅ－２ 富士五湖１９ １１月Ａ－３ 富士五湖２２ １２月Ｃ－３ 都留１４

１０月Ｆ－２ 南アルプス１２ １１月Ｂ－３ 峡南１６ １２月Ｄ－３ 峡北３３

１０月Ｇ－２ １１月Ｃ－３ 東山梨２２ １２月Ｅ－３

１０月Ａ－３ 大月１０ １１月Ｄ－３ 大月１１ １２月Ｆ－３ 笛吹１９

１０月Ｂ－３ 甲府２７ １１月Ｅ－３ 峡北２９ １２月Ｇ－３ 大月１３

１０月Ｃ－３ 笛吹１５ １１月Ｆ－３ １２月Ａ－４ 甲府３６

１０月Ｄ－３ １１月Ｇ－３ 甲府３１ １２月Ｂ－４

１０月Ｅ－３ 峡北２６ １１月Ａ－４ 富士五湖２３ １２月Ｃ－４ 峡南１９

１０月Ｆ－３ 東山梨１９ １１月Ｂ－４ 笛吹１７ １２月Ｄ－４ 富士五湖２６

１０月Ｇ－３ 富士五湖２０ １１月Ｃ－４ 東山梨２３ １２月Ｅ－４ 南アルプス１６

１０月Ａ－４ 南アルプス１３ １１月Ｄ－４ 上野原１４ １２月Ｆ－４ 峡北３４ 甲府 13

１０月Ｂ－４ 甲府２８ １１月Ｅ－４ 甲府３２ １２月Ｇ－４ 都留 5

１０月Ｃ－４ 峡南１４ １１月Ｆ－４ 峡南１７ １２月Ａ－５ 甲府３７ 富士五湖 9

１０月Ｄ－４ 上野原１１ １１月Ｇ－４ 峡北３０ １２月Ｂ－５ 上野原１５ 大月 5

１０月Ｅ－４ 都留１１ １１月Ａ－５ １２月Ｃ－５ 笛吹２０ 峡北 12

１０月Ｆ－４ １１月Ｂ－５ 都留１３ １２月Ｄ－５ 峡北３５ 笛吹 7

１０月Ｇ－４ 峡北２７ １１月Ｃ－５ 南アルプス１５ １２月Ｅ－５ 東山梨２６ 峡南 7

１０月Ａ－５ 東山梨２０ １１月Ｄ－５ 峡北３１ １２月Ｆ－５ 富士五湖２７ 東山梨 9

１０月Ｂ－５ １１月Ｅ－５ 甲府３３ １２月Ｇ－５ 上野原 5

１０月Ｃ－５ 上野原１２ １１月F－５ 大月１２ １２月Ａ－６ 南アルプス 5

１０月Ｄ－５ 甲府２９ １２月B－６

期間 期間

２０日(金)　～ ２３日(月）

２７日(金)　～ ３０日(月）

２９日(日) ～１月１日(水）

１日(日)　～　４日(水)

４日(水)　～　７日(土）

１０日(火) ～ １３日(金）  

２４日(火)　～ ２７日(金）

２５日(水)　～ ２８日(土）

１３日(金）～ １６日(月）

８日(日) ～ １１日(水）

９日(月) ～ １２日(木）

２６日(木)　～ ２９日(日）

１１日(水) ～ １４日(土）  

２８日(土)　～ ３１日(火）

１６日(月)　～ １９日(木）

１７日(火)　～ ２０日(金）

２１日(土)　～ ２４日(火）

２２日(日)　～ ２５日(水）

１８日(水)　～ ２１日(土）

３日(火)　～　６日(金）

７日(土) ～ １０日(火）

１３日(水）～ １６日(土）

２３日(月)　～ ２６日(木）

１４日(土)　～ １７日(火）

１５日(日)　～ １８日(水）

１４日(木)　～ １７日(日）

９日(土) ～ １２日(火）

３日(日)　～　６日(水）

１１　月

６日(水)　～　９日(土）

７日(木) ～ １０日(日）

５日(火)　～　８日(金）

８日(金) ～ １１日(月）

１日(金)　～　４日(月)

２６日(火)　～ ２９日(金）

１６日(土)　～ １９日(火）

２０日(水)　～ ２３日(土）

１０日(日) ～ １３日(水）  

２４日(日)　～ ２７日(水）

２２日(金)　～ ２５日(月）

２１日(木)　～ ２４日(日）

２３日(土)　～ ２６日(火）

１５日(金)　～ １８日(月）

１１日(月) ～ １４日(木）  

３０日(土) ～１２月３日(火)

１７日(日)　～ ２０日(水）

１８日(月)　～ ２１日(木）

１９日(火)　～ ２２日(金）

２９日(金) ～１２月２日(月)

期間

１５日(火)　～ １８日(金）

３日(木)　～　６日(日）

１１日(金) ～ １４日(月）  

１２日(土) ～ １５日(火） 

４日(金)　～　７日(月）

２３日(水)　～ ２６日(土）

２７日(日)　～ ３０日(水）

３０日(水) ～１１月２日(土)

９日(水) ～ １２日(土）

１８日(金)　～ ２１日(月）

３１日(木) ～１１月３日(日)

２２日(火)　～ ２５日(金）

２６日(土)　～ ２９日(火）

２５日(金)　～ ２８日(月）

２８日(月)　～ ３１日(木）

１９日(土)　～ ２２日(火）

２９日(火) ～１１月１日(金)

１３日(日）～ １６日(水）

１４日(月)　～ １７日(木）

６日(日)　～　９日(水）

１０日(木) ～ １３日(日）  

８日(火) ～ １１日(金）

１２日(火) ～ １５日(金） 

１０　月

２４日(木)　～ ２７日(日）

２日(水)　～　５日(土）

１日(火)　～　４日(金)

３０日(月) ～1月２日(木)

３１日(火) ～1月３日(金)

１９日(木)　～ ２２日(日）

１２日(木) ～ １５日(日） 

１２　月

５日(木)　～　８日(日）

１７日(木)　～ ２０日(日）

４日(月)　～　７日(木）

６日(金)　～　９日(月）

２０日(日)　～ ２３日(水）

２１日(月)　～ ２４日(木）

２５日(月)　～ ２８日(木）

２７日(水)　～ ３０日(土）

２日(土)　～　５日(火）

５日(土)　～　８日(火）

７日(月) ～ １０日(木）

１６日(水)　～ １９日(土）

２８日(木) ～１２月１日(日)

２日(月)　～　５日(木）

5



サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名 サイクル 消防本部 階級・氏名

１月Ｃ－１ ２月Ｆ－１ 笛吹２４ ３月Ｆ－１ 上野原１９

１月Ｄ－１ ２月Ｇ－１ 富士五湖３０ ３月Ｇ－１

１月Ｅ－１ 甲府３８ ２月Ａ－２ ３月Ａ－２ 峡北４４

１月Ｆ－１ 峡南２０ ２月Ｂ－２ 大月１５ ３月Ｂ－２ 甲府４５

１月Ｇ－１ 大月１４ ２月Ｃ－２ 東山梨２９ ３月Ｃ－２ 南アルプス２１

１月Ａ－２ 富士五湖２８ ２月Ｄ－２ 甲府４２ ３月Ｄ－２ 笛吹２７

１月Ｂ－２ 南アルプス１７ ２月Ｅ－２ 峡南２３ ３月Ｅ－２ 東山梨３２

１月Ｃ－２ 峡北３６ ２月Ｆ－２ 笛吹２５ ３月Ｆ－２ 大月１６

１月Ｄ－２ 東山梨２７ ２月Ｇ－２ 峡北４０ ３月Ｇ－２ 都留１９

１月Ｅ－２ 上野原１６ ２月Ａ－３ ３月Ａ－３ 峡南２５

１月Ｆ－２ 都留１５ ２月Ｂ－３ 甲府４３ ３月Ｂ－３ 甲府４６

１月Ｇ－２ 笛吹２１ ２月Ｃ－３ 東山梨３０ ３月Ｃ－３

１月Ａ－３ 甲府３９ ２月Ｄ－３ 富士五湖３１ ３月Ｄ－３ 大月１7

１月Ｂ－３ ２月Ｅ－３ ３月Ｅ－３ 南アルプス２２

１月Ｃ－３ 峡南２１ ２月Ｆ－３ 峡北４１ ３月Ｆ－３ 富士五湖３３

１月Ｄ－３ 南アルプス１８ ２月Ｇ－３ 上野原１８ ３月Ｇ－３ 甲府４７

１月Ｅ－３ 峡北３７ ２月Ａ－４ 都留１７ ３月Ａ－４ 上野原２０

１月Ｆ－３ 上野原１７ ２月Ｂ－４ 南アルプス１９ ３月Ｂ－４ 東山梨３３

１月Ｇ－３ 東山梨２８ ２月Ｃ－４ ３月Ｃ－４

１月Ａ－４ 笛吹２２ ２月Ｄ－４ 峡北４２ ３月Ｄ－４ 笛吹２８

１月Ｂ－４ ２月Ｅ－４ 笛吹２６ ３月Ｅ－４ 峡北４５

１月Ｃ－４ 都留１６ ２月Ｆ－４ 甲府４４ ３月Ｆ－４ 甲府 11

１月Ｄ－４ 峡北３８ ２月Ｇ－４ 峡南２４ ３月Ｇ－４ 南アルプス２３ 都留 6

１月Ｅ－４ 甲府４０ ２月Ａ－５ 南アルプス２０ ３月Ａ－５ 上野原２１ 富士五湖 7

１月Ｆ－４ 富士五湖２９ ２月Ｂ－５ 富士五湖３２ ３月Ｂ－５ 富士五湖３４ 大月 4

１月Ｇ－４ 笛吹２３ ２月Ｃ－５ 都留１８ ３月Ｃ－５ 甲府４８ 峡北 10

１月Ａ－５ ２月Ｄ－５ 峡北４３ ３月Ｄ－５ 都留２０ 笛吹 8

１月Ｂ－５ 峡南２２ ２月Ｅ－５ 東山梨３１ ３月Ｅ－５ 東山梨３４ 峡南 6

１月Ｃ－５ 甲府４１ 東山梨 8

１月Ｄ－５ 上野原 6

１月Ｅ－５ 峡北３９ 南アルプス 7

２８日(金)　～ ３１日(月）

期間

２４日(月)　～ ２７日(木）

２５日(火)　～ ２８日(金）

２６日(水)　～ ２９日(土）

２７日(木)　～ ３０日(日）

期間

２３日(日)　～ ２６日(水）

２１日(金)　～ ２４日(月）

２０日(木)　～ ２３日(日）

２２日(土)　～ ２５日(火）

１１日(火) ～ １４日(金）  

１７日(月)　～ ２０日(木）

１４日(金)　～ １７日(月）

９日(日) ～ １２日(水）

７日(金) ～ １０日(月）

１５日(土)　～ １８日(火）

１８日(火)　～ ２１日(金）

１９日(水)　～ ２２日(土）

１６日(日)　～ １９日(水）

１２日(水) ～ １５日(土） 

１３日(木）～ １６日(日）

１０日(月) ～ １３日(木）  

６日(木)　～　９日(日）

１日(土)　～　４日(火)

８日(土) ～ １１日(火）

５日(水)　～　８日(土）

３　月

４日(火)　～　７日(金）

２日(日)　～　５日(水）

３日(月)　～　６日(木）

４日(火)　～　７日(金）

１５日(土)　～ １８日(火）

２５日(火)　～ ２８日(金）

２４日(月)　～ ２７日(木）

１３日(木）～ １６日(日）

１４日(金)　～ １７日(月）

２０日(木)　～ ２３日(日）

２６日(水)  ～ ３月１日(土）２６日(日)　～ ２９日(水）

５日(水)　～　８日(土）

６日(木)　～　９日(日）

１日(土)　～　４日(火)

２日(日)　～　５日(水）

３日(月)　～　６日(木）

１０日(月) ～ １３日(木）  

２２日(水)　～ ２５日(土）

２３日(木)　～ ２６日(日）

１７日(金)　～ ２０日(月）

３０日(木) ～２月２日(日)

３１日(金) ～２月３日(月)

２８日(火)　～ ３１日(金）

２９日(水) ～２月１日(土)

５日(日)　～　８日(水）

２７日(月)　～ ３０日(木）

２４日(金)　～ ２７日(月）

２５日(土)　～ ２８日(火）

３日(金)　～　６日(月）

期間

７日(火) ～ １０日(金）

２０日(月)　～ ２３日(木）

２１日(火)　～ ２４日(金）

１日(水)　～　４日(土)

１８日(土)　～ ２１日(火）

１９日(日)　～ ２２日(水）

１６日(木)　～ １９日(日）

１４日(火)　～ １７日(金）

１５日(水)　～ １８日(土）

１２日(日) ～ １５日(水） 

１３日(月）～ １６日(木）

６日(月)　～　９日(木）

４日(土)　～　７日(火）

１０日(金) ～ １３日(月）  

１１日(土) ～ １４日(火）  

８日(水) ～ １１日(土）

９日(木) ～ １２日(日）

１　月

２８日(金) ～３月３日(月）

２日(木)　～　５日(日）

９日(日) ～ １２日(水）

２３日(日)　～ ２６日(水）

１２日(水) ～ １５日(土） 

１１日(火) ～ １４日(金）  

２７日(木) ～３月２日(日）

１８日(火)　～ ２１日(金）

１７日(月)　～ ２０日(木）

２２日(土)　～ ２５日(火）

２１日(金)　～ ２４日(月）

７日(金) ～ １０日(月）

２　月

１９日(水)　～ ２２日(土）

１６日(日)　～ １９日(水）

８日(土) ～ １１日(火）

6



（R５年度）
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
（R７年度）

４月
（R７年度）

５月

都留市

峡北

峡南

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 0

甲府地区消防本部 実習　　７名 3月試験   ３名　 笛吹消防本部 実習　　３名 3月試験　２名　 ※実習期間の色の内訳

都留市消防本部 実習　　１名 3月試験   1名　 峡南消防本部 実習　　１名 3月試験　１名　 ：ドクターカー運転可能

富士五湖消防本部 実習　　２名 3月試験　２名　 東山梨消防本部 実習　　４名 3月試験  １名　 ：ドクターカー運転不可能

大月消防本部 実習　　２名 3月試験　２名　 上野原市消防本部 実習　　２名 3月試験　２名　

峡北消防本部 実習　　１名 3月試験　１名　 南アルプス市消防本部 実習　　２名 3月試験　２名

消防本部　合計 実習　２５名 3月試験　1７名　

笛吹市

東山梨

上野原市

②　令和６年度　救急救命士就業前病院実習予定表（案）

甲府地区

前年度研修生

資料１－３

南アルプス

富士五湖

前年度研修生

大月市
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資料１－４

令和６年４月～ 前年度実習予定者

令和６年５月～ 前年度実習予定者

令和６年６月～ 前年度実習予定者

令和６年７月～ 前年度実習予定者

令和６年８月～ 前年度実習予定者

令和６年９月～ 東山梨消防本部

令和６年１０月～ 上野原市消防本部

令和６年１１月～ 南アルプス市消防本部

令和６年１２月～ 都留市消防本部

令和７年１月～ 富士五湖消防本部

令和７年２月～ 大月市消防本部

令和７年３月～ 峡北消防本部

令和６年度予備１ 富士五湖消防本部 欠員補充リスト１

令和６年度予備２ 甲府地区消防本部 欠員補充リスト２

令和６年度予備３ 峡北消防本部 欠員補充リスト３

　２.　割振られた日程で実習生を派遣できない場合には、次月予定本部が実施する。（交換は不可）

　４.　身分証明書用写真は、データで送付いただくか、開始日の１週間前までに撮影に来ていただきます。

〔留意事項〕
　１.　開始日程は、現状での予定であり、変更を伴います。

　３.　原則として、開始日の２週間前（遅くとも10日前）までに、申請書類を提出してください。

　　　撮影日時は別途連絡します。(本院でデータが残っている場合はそのデータを使用します)

③－１　山梨大学医学部附属病院気管挿管病院実習日程表（案）
山梨大学医学部附属病院

開始日程（予定） 消　防　本　部　名 実習区分 備　考
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資料１－５

③－２　山梨大学医学部附属病院気管挿管実習推薦書類について（案）

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

Ａ消防本部

Ｂ消防本部

Ｃ消防本部

Ｄ消防本部

病院実習の手続を円滑に進めるため上記に基づき推薦書類の準備をお願いします。

病院実習を行っている消防本部が交代した時点で消防保安課から１０消防本部へ連絡します。
　※上記の例では５月１日に「Ａ消防本部が病院実習を開始しました。Ｃ消防本部は5/20までに書類提出
　　　Ｄ消防本部は実習生の選定を行ってください。」

3月 4月 5月 6月 7月

書類提出 病院実習

実習生決定 書類提出 病院実習

8月 9月

実習生決定 書類提出 病院実習

実習生決定 書類提出 病院実習
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消防本部名
救急救命士
実働隊員数

気管挿管認定
救命士数

（実働隊員）

気管挿管充足率
(実働隊員)

備考

1 富士五湖消防本部 34人 13人 38%

1 甲府地区消防本部 48人 18人 38%

3 峡北消防本部 41人 16人 39%

4 大月市消防本部 17人 7人 41%

5 東山梨消防本部 34人 15人 44%

6 都留市消防本部 20人 9人 45%

7 峡南消防本部 25人 12人 48%

8 上野原市消防本部 20人 12人 60%

9 南アルプス市消防本部 23人 15人 65%

10 笛吹市消防本部 25人 19人 76%

③－３　　　　令和６年度山梨大学医学部附属病院気管挿管
実習欠員補充リスト（案）

　　毎年度、各消防本部の日程が終了した際に、補充に入る消防本部の順序とする。

　　前年度中に、各消防本部の充足率（実働隊員）を求め、次年度の優先順位を決定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　資料１－６
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③－４　山梨大学医学部附属病院以外での気管挿管病院実習（案）

１　山梨県立中央病院

２　市立甲府病院

３　上野原市立病院

実習予定なし

実習予定なし

消　防　本　部　名 備　　　考

　　　　　　　　　　　　　　資料１－７

消　防　本　部　名 備　　　考

１名

消　防　本　部　名 備　　　考
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はじめに 
１ 経緯 

国際蘇生連絡委員会（ILCOR）から発表された「心肺蘇生に関わる科学的根拠と治療勧

告コンセンサス（CoSTR）」に基づいて、日本蘇生協議会 JRC ガイドライン作成委員会か

ら「JRC 蘇生ガイドライン 2015」（以下「ガイドライン 2015」という。）が示された。ま

た、ガイドライン 2015 に準拠した「救急蘇生法の指針 2015」（以下「指針 2015」という。）

が、今般、日本救急医療財団心肺蘇生法委員会により取りまとめられたところです。 

山梨県メディカルコントロール協議会では、新ガイドラインの内容に基づき救急隊員、

消防職員等が行う一次救命処置等を初めとする「山梨県救急活動プロトコル」の内容を

改定した。 

各消防本部では救急救命士、救急隊員、消防職員に対する十分な教育等を行った上で、

隊員間の連携を密にし、救急現場で不都合が生じることがないよう、この旨周知願いた

い。 

 
２ 更なる救命率の向上を図るための対策について 

消防本部は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を推進するとともに、自ら、ＰＡ

連携等（ポンプ隊と救急隊の連携、救急隊員増強等）や救急要請受信時における口頭指

導など特色ある取り組みを行い、更なる救命率の向上を図り、より救命の連鎖の繋がり

を強くすること。 

 

（１）ＰＡ連携について 

平成１８年３月に消防庁が示した「救急需要対策に関する検討会報告書」（消防救第

４７号）のとおり、現場到着所要時間が遅延する傾向にある。 

各消防本部は、緊急に対応しなければならない救急事案（心肺停止、気道異物症例等）

について、救急隊、ポンプ隊等を連携させ、現有する消防力（人員、機械）を効果的、

効率的に運用し、更なる救命率の向上に努める必要がある。 

救急隊員はもとより、救急蘇生の現場で活動する頻度が高い消防職員についても、そ

の一次救命処置等に関する知識や技術の向上を図ることが重要であり、特に緊急の処置

を必要とする傷病者に対しては、早い対応と適切な処置ができるよう、一層の体制の強

化・整備を行うことが必要である。 

また、ＰＡ連携等により、救急蘇生の現場で活動した内容等の効果については、「メ

ディカルコントロール体制の充実強化について」（平成１５年３月２６日消防救第７３

号・医政指発第０３２６００２号）を踏まえ、事後検証の仕組みの中で的確に把握し検

証する。 

ＰＡ連携出場時に、ポンプ車等に乗車している救急救命士の業務については、消防法

第２条第９項において、救急業務として、一連の業務とみなされるため、次のとおりと

する。 

ア 消防車両に乗車している救急救命士について 

（ア）救急隊長の指揮の下で救急業務が実施されていること。  

（イ）消防車両に乗車している救急救命士が特定行為を実施する場合は再教育を受けて

いること。（イ 特定行為指示要請必須項目 該当項目４ページ参照） 

（ウ）事後検証対象事案に該当した場合は、検証票を必ず提出すること。 

 

（２）救急要請受信時における口頭指導について 

 バイスタンダーによる心肺蘇生の効果については世界各地から報告されており、バイ

スタンダーによる心肺蘇生が実施されると、実施されなかった場合と比較して救命率が
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４７号）のとおり、現場到着所要時間が遅延する傾向にある。 
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を必要とする傷病者に対しては、早い対応と適切な処置ができるよう、一層の体制の強
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また、ＰＡ連携等により、救急蘇生の現場で活動した内容等の効果については、「メ
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ＰＡ連携出場時に、ポンプ車等に乗車している救急救命士の業務については、消防法

第２条第９項において、救急業務として、一連の業務とみなされるため、次のとおりと

する。 

ア 消防車両に乗車している救急救命士について 

（ア）救急隊長の指揮の下で救急業務が実施されていること。  

（イ）消防車両に乗車している救急救命士が特定行為を実施する場合は再教育を受けて
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 バイスタンダーによる心肺蘇生の効果については世界各地から報告されており、バイ
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ポンプ車隊検証表記載事項（案） 資料２－３
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経
過
等

分

要請先（DC・DH等）

分

分

分

救急車医師同乗

脈拍
麻痺

ショック状態部位 回数

接触時
及び
救急
活動
状況

主訴
傷病者
既往歴

有無

体位
病名 ４回目 実施時刻

重症感有無

顔色 表情

熱傷 部位

痙攣 性状
疼痛
出血

部位

成否

②

実施者

薬　剤　投　与

実施時刻

中止・未
実施理由

③ 実施者
確保部位

実施場所

①

使用薬剤

実施場所

実施有無 実施回数

換気器具
③

実施場所

実施時刻

実施時刻

実施時刻
成否

○○ポンプ車隊　消防太郎 成否

実施者

使用器具

高度気道確保等

固定位置

実施者

）

嘔吐

応急
処置

最終結果

実施者

波形変化

実施時刻

実施時刻３回目

実施場所 実施場所

実施者

救急隊の時間を記載する。

ポンプ車隊等の活動状況を記載する。

（特定行為を実施したポンプ車隊員【救急救

命士】の活動状況。先着のポンプ車隊員の活

動状況等。）

ポンプ車隊員等が実施した場合は、その者の

氏名等を記載する。

救急車隊到着前に、ポンプ車隊等により心拍を再開を

させた場合は、ポンプ車隊員等が控えた時間を記載し、

救急活動状況にもその旨を記載する。

ポンプ車隊員等も実施していれば追加で記載する。

救急車隊の実施時間を記載する。

ポンプ隊等が出動したことを記載する。

ポンプ車隊員等が選定又は指示等をした場合

は、その者の氏名等を記載する。



   

 

 

救急活動事後検証体制実施要領 

 

 

１ 目 的   

この要領は、山梨大学医学部附属病院又は山梨県立中央病院の医師及び消防本部等

が救急活動の事後検証及びメディカルコントロール検証を実施するために必要な事項

を定めるものとする。 

 

 

２ 事後検証の対象事例 

(1) 心臓機能もしくは呼吸機能停止状態の傷病者を医療機関等へ搬送した事例 

(2) 心肺機能停止前の重度傷病者に静脈路確保及び輸液を試み、医療機関等へ搬送した

事例 

(3) 低血糖発作の傷病者へブドウ糖溶液の投与を試み、医療機関等へ搬送した事例 

(4) 病院搬送後の診断名が低血糖であった場合で血糖測定を行わなければならなかっ

た事例 

(5) 外傷傷病者（ロードアンドゴー対象又は搬送後、専門治療を有する転院搬送となっ

た事案《転院元へ搬送した隊も含む》）を医療機関等へ搬送した事例 

(6) ドクターヘリまたはドクターカーを要請し、医師を災害現場等へ派遣した事例 

(7) アナフィラキシー疑いの傷病者へ、傷病者に処方されている自己注射が可能なアド

レナリン製剤（エピペン）の注射を試み、医療機関へ搬送した事例 

(8) ＤＮＡＲプロトコルに該当する、心肺停止傷病者を対応した事例 

(9) 消防本部が事後検証を希望する事例 

(10)初診医師において事後検証が必要であると判断した事例 

(11)その他、検証が必要と判断される事例 

  

 

３ 事後検証及びメディカルコントロール検証の実施方法 

⑴ 事後検証様式 

   事後検証の様式にあっては、山梨県メディカルコントロール協議会で定めた様式を 

使用することとする。 

⑵ 消防本部における事後検証 

消防本部においては、検証医師による医学的観点からの検証を受ける前に、隊活動

に関する事項及び医学的判断・処置等に関する事項について、事後検証を実施する。 

① 隊活動に関する検証事項 

・活動の協調性、迅速性 

・他隊との連携 

・医療機関の選定が適切であったか                              

・口頭指導は適切であったか 等 
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R４年度
検証件数

負担比率
計算（％）

負担比率
（％）ａ

負担額（円）
（ａ×500,000）

R４年度
検証件数

負担比率
計算（％）

負担比率
（％）ａ

負担額（円）
（ａ×500,000）

甲府地区消防本部 165 6.994 7% 35,000 496 21.026 21% 105,000 140,000

都留市消防本部 52 2.204 2% 10,000 87 3.688 4% 20,000 30,000

富士五湖消防本部 73 3.095 3% 15,000 286 12.124 12% 60,000 75,000

大月市消防本部 51 2.162 2% 10,000 91 3.858 4% 20,000 30,000

峡北消防本部 27 1.145 1% 5,000 258 10.937 11% 55,000 60,000

笛吹市消防本部 77 3.264 3% 15,000 115 4.875 5% 25,000 40,000

峡南消防本部 47 1.992 2% 10,000 126 5.341 5% 25,000 35,000

東山梨消防本部 111 4.705 5% 25,000 76 3.222 3% 15,000 40,000

上野原市消防本部 27 1.145 1% 5,000 37 1.568 2% 10,000 15,000

南アルプス市消防本部 119 5.045 5% 25,000 38 1.611 2% 10,000 35,000

合　　　計 749 31% 155,000 1610 69% 345,000 500,000

検証件数合計 2,359 件
総　　額 500,000 円

※　事後検証費用負担額の算出方法
　①　各消防本部の各医療機関への負担額の総額を５０万円とする。
　②　負担額は、前々年度の検証件数の実績に基づき算出する。
　③　負担比率は、検証件数の総数を分母とし、医療機関ごとの検証件数を分子として求められる百分率とする。
　④　負担比率は、それぞれ百分率で表示した場合の小数点第１位を四捨五入する。　
　　　 合計が１００％とならない場合は、負担率の最も大きい本部を調整し、合計を１００パーセントとする。
　⑤　各消防本部の各医療機関への負担額は、総額（500,000円）に負担比率を乗じて得た額とする。

負担額合計

令和６年度　事後検証費用　計算書（案）

区　　　分

山梨大学医学部附属病院 山梨県立中央病院
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平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

甲府地区消防本部 943 768 625 537 650 661

都留市消防本部 189 155 153 126 118 139

富士五湖消防本部 290 297 253 230 246 359

大月市消防本部 195 140 140 108 148 142

峡北消防本部 372 304 301 278 299 285

笛吹市消防本部 238 183 176 187 192 192

峡南消防本部 200 179 182 188 156 173

東山梨消防本部 185 142 141 173 143 187

上野原市消防本部 78 85 65 60 71 64

南アルプス市消防本部 209 143 167 154 133 157

合計 2,899 2,396 2,203 2,041 2,156 2,359

平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

甲府地区消防本部 291 234 215 171 164 160

都留市消防本部 102 101 78 64 47 56

富士五湖消防本部 113 131 116 95 81 141

大月市消防本部 77 62 64 45 61 59

峡北消防本部 117 114 108 107 113 115

笛吹市消防本部 106 82 81 72 76 81

峡南消防本部 72 92 87 84 50 75

東山梨消防本部 54 61 62 63 52 82

上野原市消防本部 20 42 21 19 27 16

南アルプス市消防本部 98 60 69 63 46 63

合計 1,050 979 901 783 717 848

平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

甲府地区消防本部 652 534 410 366 486 501

都留市消防本部 87 54 75 62 71 83

富士五湖消防本部 177 166 137 135 165 218

大月市消防本部 118 78 76 63 87 83

峡北消防本部 255 190 193 171 186 170

笛吹市消防本部 132 101 95 115 116 111

峡南消防本部 128 87 95 104 106 98

東山梨消防本部 131 81 79 110 91 105

上野原市消防本部 58 43 44 41 44 48

南アルプス市消防本部 111 83 98 91 87 94

合計 1,849 1,417 1,302 1,258 1,439 1,511

平成２９年度 平成３０年度 令和１年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

甲府地区消防本部 315 382 357 335 403 426

都留市消防本部 38 34 54 47 59 66

富士五湖消防本部 129 153 124 122 137 195

大月市消防本部 50 43 46 46 55 46

峡北消防本部 94 118 124 106 113 105

笛吹市消防本部 65 67 79 87 88 76

峡南消防本部 71 70 68 82 78 82

東山梨消防本部 65 68 83 96 82 97

上野原市消防本部 20 25 32 39 37 31

南アルプス市消防本部 70 65 84 79 76 82

合計 917 1,025 1,051 1,039 1,128 1,206

事後検証数

外因性検証件数

内因性検証件数

ＣＰＡ件数

【事後検証件数（過去５年）】
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本部名 検証件数 山梨大学検証件数 県立中央病院検証件数

甲府 661 165 496

都留 139 52 87

富士五湖 359 73 286

大月 142 51 91

峡北 285 27 258

笛吹 192 77 115

峡南 173 47 126

東山梨 187 111 76

上野原 64 27 37

南アルプス 157 119 38

合計 2,359 749 1,610

令和４年度検証件数（病院別）  　　
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第１章 ＪＰＴＥＣに準拠した外傷プロトコル（案） 

 

１ 序文 

このプロトコルは、平成１６年３月救急振興財団による、『救急搬送にお

ける重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書』１)に基づき作成したもの

である。 

救急搬送における高次医療機関とそれ以外の医療機関の選定に係わる重

傷度・緊急度判断基準（以下、「判断基準」という）を作成し、救急隊員の

病院選定の適正化及び観察判断基準の資質の向上並びに応急処置の適正化

を図ることを目的に作成した。この判断基準は、外傷のプログラム＝ＪＰＴ

ＥＣ（Japan Prehospital Trauma Evaluation and Care）)に準拠しており、

ＪＰＴＥＣは日本救急医学会が作成し、ＪＰＴＥＣ協議会（日本救急医学会、

日本臨床救急医学会、救急振興財団、日本救急医療財団、東京消防庁、救急

救命士養成施設連絡協議会からの委員で構成）が普及促進にあたっている。

わが国の外傷現場活動の標準とした外傷活動指針であり、救急・救助・消防

活動に携わる全ての者に適応される。 

また、このプログラムはメディカルコントロール体制構築の一環として 

位置づけられているもので、病院前の外傷初療に関する事後検証の基盤とな

るものである。 

（案）このことから、その円滑な運用のために常時救急隊にＪＰＴＥＣプロバイ 

ダー資格を持っている者が、１名以上乗車すること。 

※ただし、緊急時及び非常時にあってはこの限りではない。 

 

２ 病院前外傷教育プログラム（ＪＰＴＥＣ）の概念 

   我が国での不慮の事故による死亡の実数は、年間 4万人弱であるものの、

若い世代においては多数発生し 40歳未満の若年者では死亡原因の上位を占

める。このことは多大なる社会的損失や医療経済的損失を生じさせており、

その影響は死因の第 6 位、死亡者数 4 万人弱といった数字を遥かに超える

ものである。 

また、「救命救急センターにおける重度外傷患者への対応の充実に向けた

研究」（平成１３年度厚生科学特別研究：主任研究者；島崎修次）の報告書

によれば心肺停止患者を除く外傷死亡患者のうち４０％近くが予防できる

外傷死亡（Preventable Trauma Death：ＰＴＤ＝防ぎえた外傷死）であると

し、外傷診療システムの構築と病院前の外傷教育標準化の重要性を訴えて

いる。 

重度外傷では受傷から決定的治療（definitive treatment；手術や止血術

資料４
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救急救命士の就業前教育実施要領 

 

１ 目的等 

（１）救急救命士の資格を取得した後に救急隊員が救急救命士として救急業務を開

始するに当たり、救急救命士法第二条第一項に定める救急救命処置が救急活動

現場において傷病者に対し迅速、的確に実践されるよう能力の更なる向上を図

るものである。 

（２）就業前教育の内容は、症例研究、資器材の習熟訓練等消防機関で行うことが

可能な教育及び医療機関の協力を得て病院実習として行う教育とする。 

特に病院実習は、①傷病者の受入れ後の処置を含めた救急医療の現状の理解、

②救命救急センター等での医師の指導下における救急救命処置の修練等をと

おし医師、看護師等との信頼関係を築くことが研修結果として期待される。 

 

２ 実習医療機関 

  病院実習を行う医療機関は、山梨県立中央病院救命救急センター及び山梨大学

医学部附属病院救急部とする。 

 

３ 就業前教育カリキュラムの内容 

 項     目 内     容 

消

防

機

関

に

お

い 

て

行

う

教

育

訓

練 

症例研究 
救急救命士による活動事例の症例研究（医師の指

導） 

救急自動車乗務実習等

の訓練 

救急救命士以外の救急隊員との連携訓練、救急救

命士が乗務している救急自動車での救急救命処

置の実習 

救急救命処置に係る資

器材の習熟訓練 

バイタルサイン等の伝達訓練、様々な状況を想定

した資器材の習熟訓練 

医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
病
院
実
習 

指示を行う医師との情

報連絡を想定した訓練 

バイタルサインの観察、心電図波形の観察（心停

止、重症不整脈等）と伝送要領訓練 

救急救命処置に係る資

器材の習熟訓練 

特に医師の指導による救急救命処置に関する医

学知識と技術の習得 

傷病者搬送時における 

研修 

傷病者の受入れ対応要領（受入れ時に実施される

各種検査等の見学を含む） 

各種検査要領の実習等 

各種資器材の消毒、滅菌、感染防止、手術や緊急

検査の見学等（尿検査、血液検査、血液交叉試験、

エックス線検査、ＣＴ及び心エコーの基礎等） 

小児疾患の対応、婦人科疾患の対応、分娩介助、

重症患者の監視、各種医療処置の理解 
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４ 病院実習の細目 

 
実    習    細    目 実習水準 

目標回

数 

1. バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など） Ⅰ １５ 

2. 身体所見の観察（視診、触診、聴診など） Ⅰ １５ 

3. モニターの装着（心電図、パルスオキシメーターなど） Ⅰ １５ 

4. 酸素投与 Ⅰ １０ 

5. バッグマスクによる人工呼吸 Ⅰ ３ 

6. 経口・経鼻エアウェイによる気道確保 Ⅰ ３ 

7. 気管挿管 Ⅱ ３ 

8. 

食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道

確保 Ⅰ ３ 

9. 気道内吸引 Ⅰ １０ 

10. 喉頭鏡の使用 Ⅰ ３ 

11. 人工呼吸器の使用 Ⅲ － 

12. 胸骨圧迫 Ⅰ ３ 

13. 開胸心マッサージ Ⅲ － 

14. 末梢静脈路確保と輸液 Ⅰ １０ 

15. 点滴ラインの準備 Ⅰ １０ 

16. 中心静脈確保 Ⅲ － 

17. 血糖測定 Ⅰ ５ 

18. 輸血 Ⅱ ３ 

19. 除細動 Ⅰ １０ 

20. エピネフリンの使用 Ⅰ １０ 

21. ブドウ糖溶液の使用 Ⅰ ３ 

22. 薬剤（エピネフリンとブドウ糖溶液以外）の使用 Ⅲ － 

23. 循環補助（ペースメーカー、ＩＡＢＰ） Ⅲ － 

24. 創傷の処置 Ⅱ ３ 

25. 骨折の処置 Ⅱ ３ 

26. 胃チューブ挿入 Ⅱ ３ 

27. 胸腔ドレナージ Ⅲ － 

28. ナーシング・ケア（清拭、体位変換など） Ⅰ １０ 

29. 精神科領域の処置 Ⅰ ３ 

30. 小児科領域の処置 Ⅰ ３ 

31. 産婦人科領域の処置 Ⅰ ３ 

備考１ 実習水準は、以下のとおりとする。 

     Ⅰ：指導者の指導・監視のもとに実施が許容されるもの。 

     Ⅱ：指導者の指導・監視のもとに医行為を行う者を介助するもの。 

     Ⅲ：見学にとどめるもの。 

備考２ 目標回数は、実習細目の中で実習水準Ⅰ、Ⅱに係る回数であり、この目

標回数には救急救命士の養成課程中に実習を行った回数を含めることが

できる。 



 
 

５ 就業前教育実施上の留意事項 

（１）症例研究は、救急救命士により救急救命処置の行われた事例を中心に、医師

の指導の下で行うこと。 

（２）救急救命士以外の救急隊員との連携訓練にあっては、救急活動をとおして救

急救命処置等を実施する場合の活動手順について確認を行うこと。 

（３）病院実習はバイタルサインの観察の習熟、処置・検査等の理解及び医師の指

導下における救急救命処置の修練を目的として実施すること。 

（４）医療機関において行う病院実習で使用する資器材については、原則として消

防機関が所有する資器材を使用するものとする。ただし、消防機関に資器材が

整備されていない場合又は医療機関の資器材を活用することにより、より実習

効果があがるような場合には、当該医療機関と協議の上で決めること。 

（５）消防長は、本就業前教育を免許登録後速やかに実施するよう具体的なカリキ

ュラム等の整備に努めること。 

 

６ １実習病院当たりの受入れ研修生数 

  受入れ医療機関により実習等十分な教育を受けることが可能な人員とする。 

 

７ 研修期間 

  消防機関において行う教育訓練にあっては、１日当たり８時間以上として７日

間（これにより難い場合は５６時間）以上実施するものとし、このうち３日間（１

日当たり４時間）以上を症例研究に当てるものとする。 

  また、医療機関において行う病院実習にあっては、３か月以上を実施するもの

とする。 

 

８ 実施方法 

（１）研修期間中は、救急救命士が本研修に専念できるよう十分に配慮するものと

する。 

（２）消防長は就業前教育が修了した場合には、その教育内容について確認を行い

記録、保存しておくものとする。 

 

９ 施行日 

 この要領は、平成２８年 ４月 １日から施行する 



 
 

救急救命士の就業前教育実施要領（案） 

１ 目的等 

（１）救急救命士の資格を取得し初めて山梨県ＭＣ認定を受ける者（県外の消防本

部からの再就職者も含む）又は県内の消防本部を退職し、県内の消防本部に再

就職した者のうち消防吏員として１年以上、消防業務に従事していない者が救

急救命士として救急業務を開始するに当たり、救急救命士法第二条第一項に定

める救急救命処置が救急活動現場において傷病者に対し迅速、的確に実践され

るよう能力の更なる向上を図るものである。 

（２）就業前教育の内容は、症例研究、資器材の習熟訓練等消防機関で行うことが

可能な教育及び医療機関の協力を得て病院実習として行う教育とする。 

特に病院実習は、①傷病者の受入れ後の処置を含めた救急医療の現状の理解、

②救命救急センター等での医師の指導下における救急救命処置の修練等をと

おし医師、看護師等との信頼関係を築くことが研修結果として期待される。 

 

２ 実習医療機関 

  病院実習を行う医療機関は、山梨県立中央病院高度救命救急センター及び山梨

大学医学部附属病院救急科とする。 

 

３ 就業前教育カリキュラムの内容 

 項     目 内     容 

消

防

機

関

に

お

い 

て

行

う

教

育

訓

練 

症例研究 
救急救命士による活動事例の症例研究（医師の指

導） 

救急自動車乗務実習等

の訓練 

救急救命士以外の救急隊員との連携訓練、救急救

命士が乗務している救急自動車での救急救命処

置の実習 

救急救命処置に係る資

器材の習熟訓練 

バイタルサイン等の伝達訓練、様々な状況を想定

した資器材の習熟訓練 

医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
病
院
実
習 

指示を行う医師との情

報連絡を想定した訓練 

バイタルサインの観察、心電図波形の観察（心停

止、重症不整脈等）と伝送要領訓練 

救急救命処置に係る資

器材の習熟訓練 

特に医師の指導による救急救命処置に関する医

学知識と技術の習得 

傷病者搬送時における 

研修 

傷病者の受入れ対応要領（受入れ時に実施される

各種検査等の見学を含む） 

各種検査要領の実習等 

各種資器材の消毒、滅菌、感染防止、手術や緊急

検査の見学等（尿検査、血液検査、血液交叉試験、

エックス線検査、ＣＴ及び心エコーの基礎等） 

小児疾患の対応、婦人科疾患の対応、分娩介助、

重症患者の監視、各種医療処置の理解 
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４ 病院実習の細目 

 
実    習    細    目 実習水準 

目標回

数 

1. バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など） Ⅰ １５ 

2. 身体所見の観察（視診、触診、聴診など） Ⅰ １５ 

3. モニターの装着（心電図、パルスオキシメーターなど） Ⅰ １５ 

4. 酸素投与 Ⅰ １０ 

5. バッグマスクによる人工呼吸 Ⅰ ３ 

6. 経口・経鼻エアウェイによる気道確保 Ⅰ ３ 

7. 気管挿管 Ⅱ ３ 

8. 

食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道

確保 Ⅰ ３ 

9. 気道内吸引 Ⅰ １０ 

10. 喉頭鏡の使用 Ⅰ ３ 

11. 人工呼吸器の使用 Ⅲ － 

12. 胸骨圧迫 Ⅰ ３ 

13. 開胸心マッサージ Ⅲ － 

14. 末梢静脈路確保と輸液 Ⅰ １０ 

15. 点滴ラインの準備 Ⅰ １０ 

16. 中心静脈確保 Ⅲ － 

17. 血糖測定 Ⅰ ５ 

18. 輸血 Ⅱ ３ 

19. 除細動 Ⅰ １０ 

20. エピネフリンの使用 Ⅰ １０ 

21. ブドウ糖溶液の使用 Ⅰ ３ 

22. 薬剤（エピネフリンとブドウ糖溶液以外）の使用 Ⅲ － 

23. 循環補助（ペースメーカー、ＩＡＢＰ） Ⅲ － 

24. 創傷の処置 Ⅱ ３ 

25. 骨折の処置 Ⅱ ３ 

26. 胃チューブ挿入 Ⅱ ３ 

27. 胸腔ドレナージ Ⅲ － 

28. ナーシング・ケア（清拭、体位変換など） Ⅰ １０ 

29. 精神科領域の処置 Ⅰ ３ 

30. 小児科領域の処置 Ⅰ ３ 

31. 産婦人科領域の処置 Ⅰ ３ 

備考１ 実習水準は、以下のとおりとする。 

     Ⅰ：指導者の指導・監視のもとに実施が許容されるもの。 

     Ⅱ：指導者の指導・監視のもとに医行為を行う者を介助するもの。 

     Ⅲ：見学にとどめるもの。 

備考２ 目標回数は、実習細目の中で実習水準Ⅰ、Ⅱに係る回数であり、この目

標回数には救急救命士の養成課程中に実習を行った回数を含めることが

できる。 



 
 

５ 就業前教育実施上の留意事項 

（１）症例研究は、救急救命士により救急救命処置の行われた事例を中心に、医師

の指導の下で行うこと。 

（２）救急救命士以外の救急隊員との連携訓練にあっては、救急活動をとおして救

急救命処置等を実施する場合の活動手順について確認を行うこと。 

（３）病院実習はバイタルサインの観察の習熟、処置・検査等の理解及び医師の指

導下における救急救命処置の修練を目的として実施すること。 

（４）医療機関において行う病院実習で使用する資器材については、原則として消

防機関が所有する資器材を使用するものとする。ただし、消防機関に資器材が

整備されていない場合又は医療機関の資器材を活用することにより、より実習

効果があがるような場合には、当該医療機関と協議の上で決めること。 

（５）消防長は、本就業前教育を免許登録後速やかに実施するよう具体的なカリキ

ュラム等の整備に努めること。 

 

６ １実習病院当たりの受入れ研修生数 

  受入れ医療機関により実習等十分な教育を受けることが可能な人員とする。 

 

７ 研修期間 

（１）救急救命士の資格を取得し初めて山梨県ＭＣ認定を受ける者（県外の消 

防本部からの再就職者も含む）は以下のとおりとする。 

消防機関において行う教育訓練にあっては、１日当たり８時間以上として 

７日間（これにより難い場合は５６時間）以上実施するものとし、このうち

３日間（１日当たり４時間）以上を症例研究に当てるものとする。また、医

療機関において行う病院実習にあっては、３か月以上を実施するものとする。 

（２）県内の消防本部を退職し、県内の消防本部に再就職した者のうち消防吏員と

して１年以上、消防業務に従事していない救急救命士は以下のとおりとする。 

   県内の消防本部を退職した者は、１６０時間以上の病院実習期間を修了した 

後に運用とする。実習日程等は、１６日間（６当直＋２日勤＋８休）とする。

運用後、半年後を目安に再教育病院実習の４日間（２当直＋２日勤）行う。 

   

 ※ 運用後も該当所属の消防本部は、指導救命士による日常的な教育体制を確保

すること。 

 

８ 実施方法 

（１）研修期間中は、救急救命士が本研修に専念できるよう十分に配慮するものと

する。 

（２）消防長は就業前教育が修了した場合には、その教育内容について確認を行い

記録、保存しておくものとする。 

 

９ 施行日 

 この要領は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 この要領は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 



   

救急救命士の再教育病院実習要領 
 

                                            

１ 目 的 

救急救命士が過去に修得した技術、知識を再履修し、同時に新たな技術、知識を習得

することにより、救急救命士が行う救急救命処置の質を更に向上させ、地域におけるプ

レホスピタル・ケアの更なる向上を図るため、救急救命士の病院実習が円滑かつ効果的

に行われるよう種々の整備を図る。 

 

２ 実習医療機関 

病院実習を行う医療機関は、山梨県立中央病院救命救急センター及び山梨大学医学部

附属病院救急部とする。 

 

３ 実習期間及び受入実習生数 

実習期間は、年間６４時間以上とし、受入実習生数は、実習医療機関において十分な

教育を受けることが可能な人員数とする。  

実習日程等は、２当務＋２日間（６４時間）とする。 

 

４ 病院実習の内容 

病院実習においては、救急救命士が修得した知識と技術を検証するとともに、病院実

習を通じて医療従事者としての知識、技術の更なる向上を図るとともに、次の基本的目

標のもとに、救急室、ＩＣＵ、病室、手術室等及び医師派遣用自動車で出場した救急現

場等において行う。 

・ 傷病者の病態の理解を深めるとともに、傷病者の治療から復帰までの流れを理解す

ることにより重症度の判断能力の向上を図る。 

・ 病院内の医療関係者の診療の過程に参加（介助）することにより、傷病者の病態な

どの観察、評価、処置の手順について理解を深め、技術の更なる向上を図る。 

・ 傷病者に対する看護のあり方並びに傷病者及びその家族に対する接遇のあり方につ

いて理解を深める。 

・ 救急活動の中で生じた個々の実習者の疑問を解決するとともに、病院実習を通じて

自己学習の大切さを理解する。 

・ 救命処置等に参画することにより救急救命士としての達成感を醸成するとともに、

医療従事者としての業務の社会的重要性を再認識する。 
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・ 指示を行う医師への適切な連絡のとり方等を学ぶ。 

５ 病院実習の実習項目 

（１）手技の習得 

実習の基本的な目標を達成するため、実習項目の経験数を別表１に示す。 

（２）病態の理解等 

① 症候、病態の評価と理解に係るもの 

・ 傷病者の各種症候の観察及び評価を行うことによる病態の把握 

・ 傷病者への問題指向型医学的アプローチ法、すなわち、傷病者の問題点を明ら

    かにし、これを救急救命士の能力の範囲で解決する能力の養成 

・ 心肺停止、ショック、循環不全、意識障害、呼吸障害、不整脈、胸痛、腹痛、 

背部痛、精神障害、外傷、中毒、熱傷、各種環境障害等についての理解等 

② 疾患の理解に係るもの 

・ 主要な疾患である虚血性心疾患、脳血管障害、呼吸器疾患、急性腹症、腎不全

    等についての病態、症候、観察、治療に係る理解 

③ 緊急薬剤の使い方の理解 

（３）傷病者及びその家族に対する接遇のあり方の理解 

・ 傷病者及びその家族に対する接遇の具体的な方法についての理解 

（４）医療従事者としての業務の社会的重要性の再認識 

・ 救急現場、搬送途上等医療機関に搬送するまでの間に、病院前救護を実践する医

   療従事者としての自覚 

・ 消防機関と医療機関との連携、医療機関間の連携について理解することによる病

   院前救護における協働関係の認識 

（５）指示、指導・助言を受ける医師との連絡の取り方の理解  

・ 医師からの指示及び連絡の受け方の理解 

・ 医療機関に対する患者に関する情報の提供の仕方の理解 

（６）事後検証において指摘された必要教育事項等 

救急活動の事後検証により指摘された必要教育事項や個々の救急救命士の課題に対

応した内容について履修等 

（７）救命救急センター及び救急部以外の診療科目の病態、治療に係る理解等 

① 麻酔科実習 

・ 術前術後の全身状態のチェックポイントについて 

・ 血液ガス分析や呼吸モニターの測定値の評価について 



   

・ 麻酔中の循環モニターと評価方法について 

・ 気管挿管等の気道確保方法、各々の適応と禁忌、合併症と予防・対処方法、手 

 順について 

・ 麻酔による意識低下時の呼吸管理法について 

・ 患者の人権及び個人情報の保護の重要性、インフォームドコンセントの方法に 

 ついて 

 ② 分娩実習 

・ 正常分娩の手順について 

・ 新生児の評価及び扱い方について 

③ 精神科実習 

・ 精神障害患者等とのコミュニケーションの方法について 

・ 精神障害の原因となる疾患を理解し、救急医療に多い精神障害、特に自殺企図 

 者の精神障害の特徴について 

・ 救急現場における精神障害患者へのアプローチ法について新生児の評価及び扱 

 い方について 

④ 小児科実習 

・ 小児特有の扱い方（体温管理等）、小児特有の看護技術について 

（８）山梨県救急活動プロトコルの理解 

 

６ 病院実習の評価（実習のまとめ） 

病院実習について、教育の効果を上げるため、修了時に実習内容について評価を行い、

その後の救急活動に活用する。 

実習生は、実習実績表（別表２）及び実習評価表（別表３）を作成し、実習担当医師

に提出するとともに、実習中に、経験した症例について事例研究・症例発表を行う。 

実習担当医師は、実習内容について評価を行い、今後改善すべき事項等について、実

習生に対し、その結果を伝える。 

救急救命士は、個人参加した研修等（救急関係学会・セミナー・ＡＣＬＳ・ＪＰＴＥ

Ｃ等）での発表・参加を、個人実績表（別表４）によりメディカルコントロール協議会

に提出する。 

 

７ 病院実習体制の整備 

（１）病院実習体制については、病院実習を実施する救命救急センター及び山梨大学医



   

学部附属病院と消防本部との間で覚書を結び、救急救命士の病院実習の確実な実施

を確保する。 

効果的な病院実習を実施するため、消防本部と実習医療機関との調整は、山梨県

メディカルコントロール協議会において行う。 

（２）病院実習の実施に当たっては、患者の権利に配慮し、救急救命士が実習を行うこ

とについて患者の同意を得ることが必要である（インフォームドコンセントの考え

方） 

このため、実習担当医師は、個々の患者に救急救命士の病院実習について説明し、

患者あるいはその家族等から同意を得ることに努める。 

また、当該医療機関は、救急救命士が実習している旨掲示する等の配慮をするこ

とも必要である。 

                                 

８ 病院実習の免除 

硬性喉頭鏡による気管挿管病院実習（３０症例）を実施した救急救命士及びメディカ

ルオフィサーとして研修を行った救急救命士については、当該年度における再教育病院

実習を免除することができるものとする。 

薬剤投与病院実習を実施した救急救命士については、当該年度の再教育病院実習時間

の一部を免除することができるものとする。 

救急救命士が管理職、事務職等で現に救急業務に従事しない者については、再教育病

院実習を免除することができるものとする。 

 

９ 施行日 

この要領は、平成１５年６月１８日から施行する。 

  平成１７年４月１日 一部改正  ８ 病院実習の免除を追加 

  平成２４年７月１日 一部改正  別表１、別表３－１ 挿管実習を追加 

  平成２６年４月１日 一部改正  「気管挿管病院実習」を「硬性喉頭鏡による気管挿

管病院実習（３０症例）」に変更 

                  ５ 病院実習の実習項目に（８）山梨県救急活動プ

ロトコルの理解を追加 

 

 

                     



救急救命士の再教育病院実習要領（案） 
 

                                            

１ 目 的 

救急救命士が過去に修得した技術、知識を再履修し、同時に新たな技術、知識を習得

することにより、救急救命士が行う救急救命処置の質を更に向上させ、地域におけるプ

レホスピタル・ケアの更なる向上を図るため、救急救命士の病院実習が円滑かつ効果的

に行われるよう種々の整備を図る。 

 

２ 実習医療機関 

病院実習を行う医療機関は、山梨県立中央病院高度救命救急センター及び山梨大学医

学部附属病院救急科とする。 

 

３ 実習期間及び受入実習生数 

実習期間は、年間６４時間以上とし、受入実習生数は、実習医療機関において十分な

教育を受けることが可能な人員数とする。  

実習日程等は、４日間（２当直＋２日勤）とする。 

 

４ 病院実習の内容 

病院実習においては、救急救命士が修得した知識と技術を検証するとともに、病院実

習を通じて医療従事者としての知識、技術の更なる向上を図るとともに、次の基本的目

標のもとに、救急室、ＩＣＵ、病室、手術室等及び医師派遣用自動車で出場した救急現

場等において行う。 

・ 傷病者の病態の理解を深めるとともに、傷病者の治療から復帰までの流れを理解す

ることにより重症度の判断能力の向上を図る。 

・ 病院内の医療関係者の診療の過程に参加（介助）することにより、傷病者の病態な

どの観察、評価、処置の手順について理解を深め、技術の更なる向上を図る。 

・ 傷病者に対する看護のあり方並びに傷病者及びその家族に対する接遇のあり方につ

いて理解を深める。 

・ 救急活動の中で生じた個々の実習者の疑問を解決するとともに、病院実習を通じて

自己学習の大切さを理解する。 

・ 救命処置等に参画することにより救急救命士としての達成感を醸成するとともに、

医療従事者としての業務の社会的重要性を再認識する。 

資料５－２②



・ 指示を行う医師への適切な連絡のとり方等を学ぶ。 

５ 病院実習の実習項目 

（１）手技の習得 

実習の基本的な目標を達成するため、実習項目の経験数を別表１に示す。 

（２）病態の理解等 

① 症候、病態の評価と理解に係るもの 

・ 傷病者の各種症候の観察及び評価を行うことによる病態の把握 

・ 傷病者への問題指向型医学的アプローチ法、すなわち、傷病者の問題点を明ら

    かにし、これを救急救命士の能力の範囲で解決する能力の養成 

・ 心肺停止、ショック、循環不全、意識障害、呼吸障害、不整脈、胸痛、腹痛、 

背部痛、精神障害、外傷、中毒、熱傷、各種環境障害等についての理解等 

② 疾患の理解に係るもの 

・ 主要な疾患である虚血性心疾患、脳血管障害、呼吸器疾患、急性腹症、腎不全

    等についての病態、症候、観察、治療に係る理解 

③ 緊急薬剤の使い方の理解 

（３）傷病者及びその家族に対する接遇のあり方の理解 

・ 傷病者及びその家族に対する接遇の具体的な方法についての理解 

（４）医療従事者としての業務の社会的重要性の再認識 

・ 救急現場、搬送途上等医療機関に搬送するまでの間に、病院前救護を実践する医

   療従事者としての自覚 

・ 消防機関と医療機関との連携、医療機関間の連携について理解することによる病

   院前救護における協働関係の認識 

（５）指示、指導・助言を受ける医師との連絡の取り方の理解  

・ 医師からの指示及び連絡の受け方の理解 

・ 医療機関に対する患者に関する情報の提供の仕方の理解 

（６）事後検証において指摘された必要教育事項等 

救急活動の事後検証により指摘された必要教育事項や個々の救急救命士の課題に対

応した内容について履修等 

（７）救命救急センター及び救急部以外の診療科目の病態、治療に係る理解等 

① 麻酔科実習 

・ 術前術後の全身状態のチェックポイントについて 

・ 血液ガス分析や呼吸モニターの測定値の評価について 



・ 麻酔中の循環モニターと評価方法について 

・ 気管挿管等の気道確保方法、各々の適応と禁忌、合併症と予防・対処方法、手 

 順について 

・ 麻酔による意識低下時の呼吸管理法について 

・ 患者の人権及び個人情報の保護の重要性、インフォームドコンセントの方法に 

 ついて 

 ② 分娩実習 

・ 正常分娩の手順について 

・ 新生児の評価及び扱い方について 

③ 精神科実習 

・ 精神障害患者等とのコミュニケーションの方法について 

・ 精神障害の原因となる疾患を理解し、救急医療に多い精神障害、特に自殺企図 

 者の精神障害の特徴について 

・ 救急現場における精神障害患者へのアプローチ法について新生児の評価及び扱 

 い方について 

④ 小児科実習 

・ 小児特有の扱い方（体温管理等）、小児特有の看護技術について 

（８）山梨県救急活動プロトコルの理解 

 

６ 病院実習の評価（実習のまとめ） 

病院実習について、教育の効果を上げるため、修了時に実習内容について評価を行い、

その後の救急活動に活用する。 

実習生は、実習実績表（別表２）及び実習評価表（別表３）を作成し、実習担当医師

に提出するとともに、実習中に、経験した症例について事例研究・症例発表を行う。 

実習担当医師は、実習内容について評価を行い、今後改善すべき事項等について、実

習生に対し、その結果を伝える。 

救急救命士は、個人参加した研修等（救急関係学会・セミナー・ＡＣＬＳ・ＪＰＴＥ

Ｃ等）での発表・参加を、個人実績表（別表４）によりメディカルコントロール協議会

に提出する。 

 

７ 病院実習体制の整備 

（１）病院実習体制については、病院実習を実施する救命救急センター及び山梨大学医



学部附属病院と消防本部との間で覚書を結び、救急救命士の病院実習の確実な実施

を確保する。 

効果的な病院実習を実施するため、消防本部と実習医療機関との調整は、山梨県

メディカルコントロール協議会において行う。 

（２）病院実習の実施に当たっては、患者の権利に配慮し、救急救命士が実習を行うこ

とについて患者の同意を得ることが必要である（インフォームドコンセントの考え

方） 

このため、実習担当医師は、個々の患者に救急救命士の病院実習について説明し、

患者あるいはその家族等から同意を得ることに努める。 

また、当該医療機関は、救急救命士が実習している旨掲示する等の配慮をするこ

とも必要である。 

                                 

８ 病院実習の免除 

硬性喉頭鏡による気管挿管病院実習（３０症例）を実施した救急救命士及びメディカ

ルオフィサーとして研修を行った救急救命士については、当該年度における再教育病院

実習を免除することができるものとする。 

薬剤投与病院実習を実施した救急救命士については、当該年度の再教育病院実習時間

の一部を免除することができるものとする。 

救急救命士が管理職、事務職等で現に救急業務に従事しない者については、再教育病

院実習を免除することができるものとする。 

 

９ 施行日 

この要領は、平成１５年６月１８日から施行する。 

  平成１７年４月１日 一部改正  ８ 病院実習の免除を追加 

  平成２４年７月１日 一部改正  別表１、別表３－１ 挿管実習を追加 

  平成２６年４月１日 一部改正  「気管挿管病院実習」を「硬性喉頭鏡による気管挿

管病院実習（３０症例）」に変更 

                  ５ 病院実習の実習項目に（８）山梨県救急活動プ

ロトコルの理解を追加 

  令和 ６年４月１日 一部改正  ２ 実習医療機関を「高度救命救急センター、 

山梨大学医学部附属病院救急科」に変更  

３ 「実習期間及び受入実習生数」の文言を改正 



就業前教育実施要領 

 

１ 目的等 

（１） 救急救命士の資格を取得した後に救急隊員が救急救命士として救急業務を開始する 

に当たり、救急救命士法第二条第一項に定める救急救命処置が救急活動現場において 

傷病者に対し迅速、的確に実践されるよう能力の更なる向上を図るものである。 

（２）就業前教育の内容は、症例研究、資器材の習熟訓練等消防機関で行うことが可能な 

教育及び医療機関の協力を得て病院実習として行う教育とする。 

   特に病院実習は、①傷病者の受入れ後の処置を含めた救急医療の現状の理解、②救 

命救急センター等での医師の指導下における救急救命処置の修練等をとおし医師、看 

護師等との信頼関係を築くことが研修成果として期待される。 

 

２ 病院実習を行う医療機関 

  病院実習を行う医療機関は、救急救命処置が医師・看護師との連携、信頼関係のもと

にはじめて円滑に行われるものであることから、救急救命士が実際に救急活動を行う地

域にある救命救急センター（救命救急センターが存在しない場合には、次の就業前教育

カリキュラムを勘案して、必要な教育を受けることができる医療機関）とする。 

 

３ 就業前教育カリキュラムの内容 

 項     目 内     容 

消

防

機

関

に

お

い 

て

行

う

教

育

訓

練 

症例研究 救急救命士による活動事例の症例研究（医師の指導） 

救急自動車乗務実習等の

訓練 

救急救命士以外の救急隊員との連携訓練、救急救命士

が乗務している救急自動車での救急救命処置の実習 

救急救命処置に係る資器

材の習熟訓練 

バイタルサイン等の伝達訓練、様々な状況を想定した

資器材の習熟訓練 

医

療

機

関

に

お

い

て

行

う

病

院

実

習 

指示を行う医師との情報

連絡を想定した訓練 

バイタルサインの観察、心電図波形の観察（心停止、

重症不整脈等）と伝送要領訓練 

救急救命処置に係る資器

材の習熟訓練 

特に医師の指導による救急救命処置に関する医学知

識と技術の習得 

傷病者搬送時における 

研修 

傷病者の受入れ対応要領（受入れ時に実施される各種

検査等の見学を含む） 

各種検査要領の実習等 

各種資器材の消毒、滅菌、感染防止、手術や緊急検査

の見学等（尿検査、血液検査、血液交叉試験、エック

ス線検査、ＣＴ及び心エコーの基礎等） 

小児疾患の対応、婦人科疾患の対応、分娩介助、重症

患者の監視、各種医療処置の理解 

 

別 添 

参考資料５



４ 病院実習の細目 

 
実    習    細    目 実習水準 目標回数 

1. バイタルサインの観察（血圧、脈拍、呼吸数など） Ⅰ １５ 

2. 身体所見の観察（視診、触診、聴診など） Ⅰ １５ 

3. モニターの装着（心電図、パルスオキシメーターなど） Ⅰ １５ 

4. 酸素投与 Ⅰ １０ 

5. バッグマスクによる人工呼吸 Ⅰ ３ 

6. 経口・経鼻エアウェイによる気道確保 Ⅰ ３ 

7. 気管内挿管 Ⅱ ３ 

8. 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクによる気道確保 Ⅰ ３ 

9. 気道内吸引 Ⅰ １０ 

10. 喉頭鏡の使用 Ⅰ ３ 

11. 人工呼吸器の使用 Ⅲ － 

12. 胸骨圧迫 Ⅰ ３ 

13. 開胸心マッサージ Ⅲ － 

14. 末梢静脈路確保と輸液 Ⅰ １０ 

15. 点滴ラインの準備 Ⅰ １０ 

16. 中心静脈確保 Ⅲ － 

17. 血糖測定 Ⅰ ５ 

18. 輸血 Ⅱ ３ 

19. 除細動 Ⅰ １０ 

20. エピネフリンの使用 Ⅰ １０ 

21. ブドウ糖溶液の使用 Ⅰ ３ 

22. 薬剤（エピネフリンとブドウ糖溶液以外）の使用 Ⅲ － 

23. 循環補助（ペースメーカー、ＩＡＢＰ） Ⅲ － 

24. 創傷の処置 Ⅱ ３ 

25. 骨折の処置 Ⅱ ３ 

26. 胃チューブ挿入 Ⅱ ３ 

27. 胸腔ドレナージ Ⅲ － 

28. ナーシング・ケア（清拭、体位変換など） Ⅰ １０ 

29. 精神科領域の処置 Ⅰ ３ 

30. 小児科領域の処置 Ⅰ ３ 

31. 産婦人科領域の処置 Ⅰ ３ 

備考１ 実習水準は、以下のとおりとする。 

     Ⅰ：指導者の指導・監視のもとに実施が許容されるもの。 

     Ⅱ：指導者の指導・監視のもとに医行為を行う者を介助するもの。 

     Ⅲ：見学にとどめるもの。 

備考２ 目標回数は、実習細目の中で実習水準Ⅰ、Ⅱに係る回数であり、この目標回数 

には救急救命士の養成課程中に実習を行った回数を含めることができる。 



５ 就業前教育実施上の留意事項 

（１）症例研究は、救急救命士により救急救命処置の行われた事例を中心に、医師の指導

の下で行うこと。 

（２）救急救命士以外の救急隊員との連携訓練にあっては、救急活動をとおして救急救命

処置等を実施する場合の活動手順について確認を行うこと。 

（３）救急自動車乗務実習を行うにあたって、救急自動車に救急救命士が乗務していない

消防本部の消防長は、隣接の消防本部等の協力を得て実習を行うよう努めること。 

（４）病院実習はバイタルサインの観察の習熟、処置・検査等の理解及び医師の指導下に

おける救急救命処置の修練を目的として実施すること。 

（５）医療機関において行う病院実習で使用する資器材については、原則として消防機関

が所有する資器材を使用するものとする。ただし、消防機関に資器材が整備されてい

ない場合又は医療機関の資器材を活用することにより、より実習効果があがるような

場合には、当該医療機関と協議の上で決めること。 

（６）消防長は、本就業前教育を免許登録後速やかに実施するよう具体的なカリキュラム

等の整備に努めること。 

 

６ １実習病院当たりの受入れ研修生数 

  受入れ医療機関により実習等十分な教育を受けることが可能な人員とする。 

 

７ 研修期間 

  研修期間は、カリキュラムの内容からしておおむね１か月ないし２か月を必要とする

が、消防機関において行う教育訓練にあっては、１日当たり８時間以上として７日間（こ

れにより難い場合は５６時間）以上実施するものとし、このうち３日間（１日当たり４

時間）以上を症例研究に当てるものとする。 

  また、医療機関において行う病院実習にあっては、１６０時間以上の実施に努めるも

のとする。 

 

８ 実施方法 

（１）研修期間中は、救急救命士が本研修に専念できるよう十分に配慮するものとする。 

（２）就業前教育を実施するに当たっては、それぞれの地域の実情に応じて、都道府県又

は他の消防機関等との連携・協調を図るなどして本教育が効率的かつ効果的に行われ

るようその方策について配慮するものとする。 

（３）消防長は就業前教育が修了した場合には、その教育内容について確認を行い記録、

保存しておくものとする。 

ybnalone8
ハイライト表示



救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施 

に係る認定証交付に関する取扱要領 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という）が、「救急救命士の気管内チューブによる

気道確保の実施のための講習及び実習要領について」（平成 16年 3月 23日

付け医政指発第 0323049 号 平成２３年８月１日改正 厚生労働省医政局

指導課長）の「第３ 実習及び講習修了者の認定及び登録について」に基

づき、認定証を交付するための取扱について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のための講習

（６２時限 １時限は５０分）及びビデオ硬生挿管用喉頭鏡を用いた気管

内チューブによる気道確保の実施のための講習（７時限 １時限は５０分）

及び硬性喉頭鏡を用いた気管挿管病院（手術室）実習を修了した救急救命

士の所属する消防本部消防長は、「救急救命士の硬性喉頭鏡を用いた気管内

チューブによる気道確保の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－１

号）」または「救急救命士のビデオ硬生挿管用喉頭鏡を用いた気管内チュー

ブによる気道確保の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－２号）」を

作成し、県メディカルコントロール協議会長に申請するものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、硬性喉頭鏡の実習及び講習修了者であることを確認し、速やかに認

定証（様式第２－１号）を交付するものとする。 

   また、ビデオ硬生挿管用喉頭鏡の実習及び講習修了者であることを確認

した場合は、速やかに認定証（様式第２－２号）を交付するものとする。 

 

 (認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブ

による気道確保の実施に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第３－

１号）」「ビデオ硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施

に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第３－２号）」に登録するもの

とする。 

 

 (その他必要事項) 

第５ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１６年８月２３日から施行する。 

       平成２５年７月１６日改訂 
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（様式第１－１号） 

 

○○○第      号 

平成  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○ ○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の 

実施に係る認定書の交付申請について 

 

 硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実

習を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよう申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   ○○ ○○ 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習修了証の写し 

（３）実習修了証の写し 

 

 



（様式第１－２号） 

 

○○○第      号 

平成  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○ ○消防本部消防長 

 

 

救急救命士のビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる 

気道確保の実施に係る認定書の交付申請について 

 

 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のた

めの講習及び実習を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよう申請し

ます。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   ○○ ○○ 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習修了証の写し 

（３）実習修了証の写し 

 

 



救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施に係る 

認定証交付に関する取扱要領（案） 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という）が、「救急救命士の気管内チューブによる

気道確保の実施のための講習及び実習要領について」（平成 16年 3月 23日

付け医政指発第 0323049 号 平成２３年８月１日 平成２７年６月４日最

終改正 厚生労働省医政局指導課長 厚生労働省医政局地域医療計画課課

長）の「第３ 実習及び講習修了者の認定及び登録について」に基づき、

認定証を交付するための取扱について必要な事項を定めるものとする。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のための講習

（６２時限 １時限は５０分 平成１６年４月１日後に実施された救急救

命士国家試験の合格者を除く）及び又はビデオ硬生挿管用喉頭鏡を用いた

気管内チューブによる気道確保の実施のための講習（７時限 １時限は５

０分 平成２７年度以降に実施された救急救命士国家試験の合格者を除

く）及び硬性喉頭鏡を用いた気管挿管の病院（手術室）実習を修了又はビ

デオ硬生挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管の病院（手術室）実習を修了した

救急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急救命士の硬性喉頭鏡を用い

た気管内チューブによる気道確保の実施に係る認定証の交付申請書（様式

第１－１号）」または「救急救命士のビデオ硬生挿管用喉頭鏡を用いた気管

内チューブによる気道確保の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－

２号）」を作成し、県メディカルコントロール協議会長に申請するものとす

る。 

   また、県内外の消防本部を退職した救急救命士が、改めて県内のメディ

カルコントロール協議会の認定を受ける場合、所属する消防本部消防長は

様式第１－１号若しくは様式第１－１号及び様式第１－２号の両方を作成

した後、認定を受けたメディカルコントロール協議会から認定の証明（認

定証の写し等）を合わせて県メディカルコントロール協議会会長に申請す

るものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、硬性喉頭鏡の実習及び講習修了者であることを確認し、速やかに認

定証（様式第２－１号）を交付するものとする。 

   また、ビデオ硬生挿管用喉頭鏡の実習及び講習修了者であることを確認

した場合は、速やかに認定証（様式第２－２号）を交付するものとする。 

   なお、改めて認定証を交付した場合は従前の認定証は無効とする。 

    

 (認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブ

による気道確保の実施に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第３－
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１号）」「ビデオ硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施

に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第３－２号）」に登録するもの

とする。 

 

(認定証の再交付、書換え交付) 

第５ 認定証を亡失、滅失、汚損又は姓名の変更等の場合、認定証の再交付又は 

書換え交付を必要とする救急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急救命 

士の硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施に係る認定証 

の再交付等の申請について（様式第４－１号）」又は「救急救命士のビデオ硬 

性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施に係る認定証 

の再交付等の申請について（様式第４－２号）」を作成し、県メディカルコン 

トロール協議会会長に申請するものとする。 

 なお、再交付又は書換え交付した場合は従前の認定証は無効とする。 

 

 (その他必要事項) 

第６ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１６年 ８月２３日から施行する。 

       平成２５年 ７月１６日改訂 

       令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１－１号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の 

実施に係る認定証の交付申請について 

 

 硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実

習を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよう申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習修了証の写し 卒業証書の写し 

（３）実習修了証の写し 病院実習修了証の写し 

 

（４）○○メディカルコントロール認定証の写し等 

※県内外の消防本部を退職した救急救命士の認定申請の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１－２号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○○消防本部消防長 

 

 

救急救命士のビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる 

気道確保の実施に係る認定証の交付申請について 

 

 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施のた

めの講習及び実習を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよう申請し

ます。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習修了証の写し  

※平成２７年度以降に実施された救急救命士国家試験の合格者は卒業 

証書の写し 

（３）実習修了証の写し 病院実習修了証の写し 

 

（４）○○メディカルコントロール認定証の写し等 

※県内外の消防本部を退職した救急救命士の認定申請の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４－１号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の硬性喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の 

実施に係る認定証の再交付等の申請について 

 

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施に係る認定証交付に関す

る取扱要領第５に基づき、下記のとおり認定証の再交付等を申請します。 

 

記 

 

１ 認定証再交付等対象者 

  救急救命士    氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

※書換え申請の場合は書換え前及び書換え後の免許証の写し 

 （２）認定証の写し等 

 

３ 再交付等申請の理由 

  ○○のため申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第４－２号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○○消防本部消防長 

 

 

救急救命士のビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる 

気道確保の実施に係る認定証の再交付等の申請について 

 

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施に係る認定証交付に関す

る取扱要領第５に基づき、下記のとおり認定証の再交付等を申請します。 

 

記 

 

１ 認定証再交付等対象者 

  救急救命士    氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

※書換え申請の場合は書換え前及び書換え後の免許証の写し 

 （２）認定証の写し等 

 

３ 再交付等申請の理由 

  ○○のため申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

救急救命士の薬剤投与の実施に係る認定証交付に関する取扱要領 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という。）が、「救急救命士の薬剤（エピネフリン）

投与の実施に係る講習及び実習要領について」（平成 17年 3月 10日付け医政

指発第 0310002号。厚生労働省医政局指導課長。）の「３ 実習及び講習修了

者の認定及び登録について」に基づき、認定証を交付するための取扱につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 救急救命士追加講習（１７０時限）及び薬剤投与病院実習を修了した救

急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急救命士の薬剤（アドレナリン）

投与の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１号）」を作成し、県メディカ

ルコントロール協議会長に申請するものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、実習及び講習修了者であることを確認し、速やかに認定証（様式第２

号）を交付するものとする。 

 

 (認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「薬剤投与の実施に係る認定証交付救

急救命士登録名簿（様式第３号）」に登録するものとする。 

 

 (その他必要事項) 

第５ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１８年２月１日から施行する。 

 この要領は、平成１８年１２月２６日から施行する。 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 
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（様式第１号） 

 

○○○第   号 

平成 年 月 日 

 

 

 山梨県メディカルコントロール協議会会長 殿 

 

 

               ○○消防本部消防長 

 

 

 

       救急救命士の薬剤（アドレナリン）投与の実施 

       に係る認定証の交付申請について 

 

薬剤（アドレナリン）投与の実施のための講習及び実習を修了したので、下

記の者に認定証を交付されるよう申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者    

救急救命士    氏 名    

 

 

２ 添付書類 

（1）救急救命士免許証の写し 

（2）講習修了証の写し 

（3）実習修了証の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

救急救命士の薬剤投与の実施に係る認定証交付に関する取扱要領（案） 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という。）が、「救急救命士の薬剤（エピネフリン）

投与の実施に係る講習及び実習要領について」（平成 17年 3月 10日付け医

政指発第 0310002 号。厚生労働省医政局指導課長。）の「３ 実習及び講習

修了者の認定及び登録について」に基づき、認定証を交付するための取扱

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 救急救命士追加講習（１７０時限 平成１８年４月１日以降に実施され

た救急救命士国家試験の合格者を除く）及び薬剤投与の病院実習を修了し

た救急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急救命士の薬剤（アドレナ

リン）投与の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１号）」を作成し、県

メディカルコントロール協議会長に申請するものとする。 

   また、県内外の消防本部を退職した救急救命士が、改めて県内のメディ

カルコントロール協議会の認定を受ける場合、所属する消防本部消防長は

様式第１号を作成した後、認定を受けたメディカルコントロール協議会か

ら認定の証明（認定証の写し等）を合わせて県メディカルコントロール協

議会会長に申請するものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、実習及び講習修了者であることを確認し、速やかに認定証（様式第

２号）を交付するものとする。 

   なお、改めて認定証を交付した場合は従前の認定証は無効とする。 

 

 (認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「薬剤投与の実施に係る認定証交付救

急救命士登録名簿（様式第３号）」に登録するものとする。 

 

(認定証の再交付、書換え交付) 

第５ 認定証を亡失、滅失、汚損又は姓名の変更等の場合、認定証の再交付又

は書換え交付を必要とする救急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急

救命士の薬剤（アドレナリン）投与の実施に係る認定証の再交付等の申請

について（様式第４号）」を作成し、県メディカルコントロール協議会会長

に申請するものとする。 

 

 (その他必要事項) 

第６ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 
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  附 則 

 この要領は、平成１８年 ２月 １日から施行する。 

 この要領は、平成１８年１２月２６日から施行する。 

 この要領は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

 この要領は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（様式第１号） 

 

○○○第   号 

○○ 年 月 日 

 

 

 山梨県メディカルコントロール協議会会長 殿 

 

 

                          ○○消防本部消防長 

 

 

 

       救急救命士の薬剤（アドレナリン）投与の実施 

       に係る認定証の交付申請について 

 

薬剤（アドレナリン）投与の実施のための講習及び実習を修了したので、下

記の者に認定証を交付されるよう申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者    

救急救命士    氏 名    

 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習修了証の写し 卒業証書の写し 

（３）実習修了証の写し 病院実習修了証の写し 

 

（４）○○メディカルコントロール認定証の写し等 

※県内外の消防本部を退職した救急救命士の認定申請の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（様式第４号） 

 

○○○第   号 

○○ 年 月 日 

 

 

 山梨県メディカルコントロール協議会会長 殿 

 

 

                          ○○消防本部消防長 

 

 

 

       救急救命士の薬剤（アドレナリン）投与の実施 

       に係る認定証の再交付等の申請について 

 

救急救命士の薬剤投与の実施に係る認定証交付に関する取扱要領第５に基づ

き、下記のとおり認定証の再交付等を申請します。 

 

記 

 

１ 認定証再交付対象者    

救急救命士    氏 名    

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

※書換え申請の場合は書換え前及び書換え後の免許証の写し 

 （２）認定証の写し等 

 

３ 再交付等申請の理由 

  ○○のため申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証交付

に関する取扱要領 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という）が、「救急救命士の心肺機能停止前の重度

傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与の実施について」（平成 26 年１月 31 日医政発０１３

１第１号厚生労働省医政局長通知）基づき、認定証を交付するための取扱

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、

血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講

習（２４時限 １時限は５０分）を修了した救急救命士の所属する消防本

部消防長は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確

保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実

施に係る認定証の交付申請書（様式第１－１号）」を作成し、県メディカル

コントロール協議会長に申請するものとする。 

また、平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金「救急救命士の処置範囲に

係る研究」によって実施された実証研究において定められた講習を修了した

救急救命士にあっては、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する

静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投

与の実施のための講習（３時限 １時限は５０分）を修了した救急救命士の

所属する消防本部消防長は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に

対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶

液の投与の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－２号）」を作成し、

県メディカルコントロール協議会長に申請するものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び

輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の講習修了

者であることを確認し、速やかに認定証（様式第２－１号）を交付するも

のとする。 

    

 (認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度

傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第

３－１号）」に登録するものとする。 
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 (その他必要事項) 

第５ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２６年３月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１－１号） 

 

○○○第      号 

平成  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○ ○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血 

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定書の 

交付申請について 

 

 救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖

測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講習及び実習

（２４時限 １時限５０分）を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよ

う申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習及び実習修了証明書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１－２号） 

 

○○○第      号 

平成  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○ ○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血 

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定書の 

交付申請について 

 

 救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖

測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講習及び実習

（３時限 １時限５０分）を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよう

申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   ○○ ○○ 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習及び実習修了証明書の写し 

 

 

 

 

 

 

       



救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証交付

に関する取扱要領（案） 

 

 (趣旨) 

第１ この要領は、山梨県メディカルコントロール協議会（以下「県メディカ

ルコントロール協議会」という）が、「救急救命士の心肺機能停止前の重度

傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与の実施について」（平成２６年１月３１日医政発０１３

１第１号厚生労働省医政局長通知）基づき、認定証を交付するための取扱

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 (認定証の交付申請) 

第２ 救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、

血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講

習（２４時限 １時限は５０分 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静

脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投

与に係る内容を含んだカリキュラムを修了したうえで救急救命士国家試験

に合格した者を除く）及び病院実習を修了した救急救命士の所属する消防

本部消防長は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路

確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の

実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－１号）」を作成し、県メディカ

ルコントロール協議会長に申請するものとする。 

また、平成 24年度厚生労働科学研究費補助金「救急救命士の処置範囲に

係る研究」によって実施された実証研究において定められた講習を修了し

た救急救命士にあっては、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対

する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶

液の投与の実施のための講習（３時限 １時限は５０分）を修了した救急

救命士の所属する消防本部消防長は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度

傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証の交付申請書（様式第１－２号）」

を作成し、県メディカルコントロール協議会長に申請するものとする。 

 

（認定証の交付） 

第３ 第２により認定証の交付申請を受けた県メディカルコントロール協議会

長は、救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び
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輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の講習及び

病院実習修了者であることを確認し、速やかに認定証（様式第２－１号）

を交付するものとする。 

   また、県内外の消防本部を退職した救急救命士が、改めて県内のメディ

カルコントロール協議会の認定を受ける場合、所属する消防本部消防長は

様式第１－１号を作成した後、認定を受けたメディカルコントロール協議

会から認定の証明（認定証の写し等）を合わせて県メディカルコントロー

ル協議会会長に申請するものとする。 

 

(認定証の交付を受けた救急救命士の登録) 

第４ 第３により認定証を交付した者は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度

傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証交付救急救命士登録名簿（様式第

３－１号）」に登録するものとする。 

 

(認定証の再交付、書換え交付) 

第５ 認定証を亡失、滅失、汚損又は姓名の変更等の場合、認定証の再交付又

は書換え交付を必要とする救急救命士の所属する消防本部消防長は、「救急

救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖

測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定書の

再交付等の申請について（様式第４－１号）」を作成し、県メディカルコン

トロール協議会会長に申請するものとする。 

 

(その他必要事項) 

第６ この取扱に定めのない事項については、県メディカルコントロール協議

会長が別に定めるものとする。 

 

  附 則 

 この要領は、平成２６年 ３月 ４日から施行する。 

 この要領は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



（様式第１－１号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血 

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定書の 

交付申請について 

 

 救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖

測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講習（２４時

限 １時限５０分）及び実習を修了したので、下記の者に認定書を交付されるよ

う申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士  氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

（２）講習及び実習修了証明書の写し 卒業証書の写し 

（３）病院実習修了証の写し 

 

（４）○○メディカルコントロール認定証の写し等 

※県内外の消防本部を退職した救急救命士の認定申請の場合 

 

 

 

 



（様式第４－１号） 

 

○○○第      号 

○○  年  月  日 

 

 

山梨県メディカルコントロール協議会会長 あて 

 

○ ○消防本部消防長 

 

 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血 

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定書の 

再交付等の申請について 

 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血

糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る認定証交付

に関する取扱要領第５に基づき、下記のとおり認定証の再交付等を申請します。 

 

記 

 

１ 認定証交付対象者 

  救急救命士   氏 名 

 

２ 添付書類 

（１）救急救命士免許証の写し 

※書換え申請の場合は書換え前及び書換え後の免許証の写し 

 （２）認定証の写し等 

 

３ 再交付等申請の理由 

  ○○のため申請します。 

 

 

 

 

 



（参考）

【改正後全文】

医政指発第０３２３０４９号

平 成 １ ６ 年 ３ 月 ２ ３ 日

医政指発第０８０１第３号

平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ 日

最 終 改 正 医政地発第０６０４第１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ４ 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課課長

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための

講習及び実習要領について

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施については、平成１６年

３月２３日厚生労働省告示第１２１号による「救急救命士法施行規則第２１条

第２号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する器具」(平成４年厚生省告示第１

８号) の改正により、平成１６年７月１日より実施が可能となったところであ

る。

これに伴い、標記については、「救急救命士の気管内チューブによる気道確

保の実施について」(平成１６年３月２３日厚生労働省医政局長通知) において

別途通知することとしていたところ、今般、別紙のとおり「気管挿管による気

道確保の実施のための講習及び実習要領」をとりまとめたので、参考とされた

い。

参考資料６



気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について

第１ 講習について

原則として、次の条件を満たすものであり、講習実施施設の長は、その内

容について、都道府県メディカルコントロール協議会(以下「都道府県ＭＣ

協議会」という。) 又は地域メディカルコントロール協議会(以下「地域Ｍ

Ｃ協議会」という。) と十分協議すること。

なお、本講習修了後に第２の実習が円滑に実施できるよう、各都道府県関

係部局は連携して講習の受講者数等も含めて、講習の実施について、都道府

県ＭＣ協議会又は地域ＭＣ協議会と十分協議すること。

１ 気管内チューブによる気道確保の実施のための講習について

(１) 対象者について

救急救命士の資格を有する者(救急救命士学校養成所指定規則の一部

を改正する省令(平成１６年文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「改

正省令」という。) の施行日(平成１６年４月１日) 後に実施される救

急救命士国家試験の合格者(以下「第２６回試験以降の試験合格者」と

いう。) を除く。)

(２) 講習内容及び講習時間について

別表に定める内容を含む６２時限(１時限は５０分) 以上のものであ

ること

（３） 教員について

別表１に掲げる各教育内容を教授するに適当な数の教員を有し、医師、

救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者が望ましいこと。

(４) 定員について

１講義の定員は、１０人以上５０人以下が望ましいこと。

(５) 講習を実施する施設について

同時に行う講義数を下らない数の普通教室を有し、適当な広さの実習

室を有すること。

(６) 備品について

講習を実施する上で必要な機械器具、図書等を有していること。

(７) 講習修了証明書の発行について

適正な筆記試験及び実技試験を行い、その試験に合格した者につい

て、講習実施施設の長が、講習修了証明書を発行すること。
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２ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施

のための講習について

(１) 対象者について

救急救命士の資格を有し前記第１の１の講習を修了した者、第２６回試

験以降の試験合格者（第３９回救急救命士国家試験（平成２７年度実施

予定）以降の試験合格者(以下「第３９回試験以降の試験合格者」という。)

を除く。)

(２) 講習内容及び講習時間について

別表２に定める内容を含む７時限（１時限は５０分）以上のものであ

ること。

(３) 教員、定員、講習を実施する施設、備品及び講習修了証明書の発行に

ついて

前記第１の１の(3)から(7)までの規定を準用するものとすること。

第２ 実習について

原則として、次の条件を満たすものとし、実習受入施設の長は、その内

容について、都道府県ＭＣ協議会又は地域ＭＣ協議会と十分協議すること。

なお、実習の取扱については、｢「病院(手術室) 実習ガイドライン」の

取りまとめについて｣（平成１６年１月１６日付事務連絡）で予め準備のた

め周知していたので、併せて参考にされたい。

１ 気管内チューブによる気道確保の実施のための実習について

(１) 対象者について

救急救命士の資格を有し前記第１の１の講習を修了した者又は第２

６回試験以降の試験合格者であって、都道府県ＭＣ協議会又は地域ＭＣ

協議会が対象として認めた者。

（２） 実習内容について

次の①～③の点等に留意しながら、実習生１人につき気管挿管の成功

症例(成功症例とは、患者に有害結果を与えることなく、２回以内の試

行で気管挿管を完了したものを言う。以下同じ。) を、３０例以上実施

させること。

① 実習前日までに、実習指導医の責任の下に、患者に実習内容に

ついて十分な説明を行った上で、文書による同意を得ること。
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消 防 救 第 １ ３ 号 
医政指発０１３１第３号 
平成２６年１月３１日 

 
消防主管部（局）長  

各都道府県             殿 
衛生主管部（局）長    

 
消 防 庁 救 急 企 画 室 長 

 
 

厚生労働省医政局指導課長 
 

 
救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、 
血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る 
メディカルコントロール体制の充実強化について 

 
 
「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」（平成 26 年１月 31 日厚生労働省令第７

号）が公布され、平成 26 年４月１日より救急救命士の行う救急救命処置として、医師の具

体的な指示の下での心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液並びに低血

糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が新たに可能となったが、こうした処置範囲拡大の前

提として、事後検証の実施を含めたメディカルコントロール体制の充実強化が不可欠であ

る。 
従前より、｢救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施にかかるメディカルコン

トロール体制の充実強化について（平成 16 年３月 23 日消防庁救急救助課長、厚生労働省

医政局指導課長通知）｣及び｢救急救命士の薬剤投与の実施に係るメディカルコントロール

体制の充実強化について（平成 17 年３月 10 日消防庁救急救助課長、厚生労働省医政局指

導課長通知）｣により、メディカルコントロール体制の充実強化については、周知している

ところであるが、貴職におかれては、今回追加される処置について特に下記の事項に十分

に留意し、救急救命士制度の円滑な運用を図られるようお願いしたい。 
また、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する組合を含む。）及び関係団体等に対し

この旨周知願いたい。  



記 
 
１ 医師からの具体的の指示・指導体制の充実 

救急救命士が心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液並びに低血糖

発作症例へのブドウ糖溶液の投与を適正に行うためには、迅速かつ確実に医師の具体的

な指示を受ける必要があることから、その実施に当たり、常時継続して医師からの具体

的な指示・指導を受けられる体制の充実を図ること。 
 
２ プロトコールに沿った実施 

救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する、静脈路確保及び輸液のプロトコ

ール並びに血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与のプロトコール（以下

合わせて「プロトコール」という。）については、地域メディカルコントロール協議会（以

下、「地域 MC 協議会」）において作成すること。その際には、平成 25 年度厚生労働科学

研究「救急救命士の処置範囲に係る研究」報告書にある「『心肺機能停止前の重度傷病者

に対する血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与』のプロトコール」及び

「『心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液』のプロトコール」（別添

１）を参考にすること。 
 救急救命士はプロトコールに習熟した上で、プロトコールに沿って医師の具体的な指

示に基づき、薬剤投与を適切に実施することにより、救命効果の向上を図ること。 
 
３ 所定の知識の習得 
 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発

作症例へのブドウ糖溶液の投与を実施する際は、「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷

病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の

投与の実施のための講習及び実習要領並びに修了の認定等について」（平成 26 年１月 31
日医政指発０１３１第２号厚生労働省医政局指導課長通知）に定める講習及び実習（以

下「追加講習」という。）を修了し、都道府県メディカルコントロール協議会により認定

を受ける必要があること。 
なお、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低

血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与に係る内容を含んだカリキュラムを修了したうえ

で救急救命士国家試験に合格した者については追加講習の対象外となる予定であること

を申し添える。 
 
４ 事後検証体制の確立等 

心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発

作症例へのブドウ糖溶液の投与については、地域 MC 協議会が設置され、事後検証体制
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昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

消防　太郎（○○） 勤 勤 勤 勤 勤 勤 勤

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

消防　太郎（○○） 勤 勤 勤 勤 勤

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

消防　太郎（○○） 勤 勤

　消防　次郎（○○） 勤 勤 勤 勤 勤

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

　消防　次郎（○○） 勤 勤 勤 勤

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

　消防　次郎（○○） 勤 勤 勤 勤 勤

令和６年度再就職救命士就業前病院実習予定表（案）

水 木

4月7日

4月12日

金

4月13日 4月14日

土 日

4月10日 4月11日

水 木 金 日

4月21日

4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日

4月18日 4月19日4月15日 4月16日 4月17日

月 火

月

土

4月6日４月

4月20日
火

土
4月3日 4月4日

金
4月1日 4月5日4月2日

4月8日 4月9日

日

月 火 水 木 金 土 日

月 火 水 木

月 火 水 木 金 土 日
4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日

資料５－６



   資料６－１ 

●協定書見直しの概要 

要 旨 
各消防本部と地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院が締結し

ている「救急救命士の業務実習に関する協定書」の一見直しを行う。 

内 容 

 

１．経緯 

地域医療の充実を図るため、各消防本部に所属する救急救命士が、山梨県

立中央病院で救命救急業務の実習を行うことについて協定を締結している。 

協定では、実習の内容について、救命救急業務のほか、医師派遣用自動車

の運行による初期の救命救急業務を行うことを定めているが、患者搬送用自

動車の運行については定められておらず、実態と合っていない。 

 

２．内容 

実習の実態に合った協定書の内容とするため、実習の内容に「患者搬送用

の自動車の運行」を追加することとしたい。 

 

３．その他 

  修正した協定内容により、各消防本部と山梨県立中央病院で再度協定を締

結する。 

施行期日 令和 ６年 ４月 １日から施行する。 
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救急救命士の業務実習に関する協定書 

 

○○消防本部（以下「甲」という。）と地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央

病院（以下「乙」という。）は、地域医療の充実を図るため、甲に所属する救急救命士が、

乙において行う救命救急業務の実習（以下「実習」という。）に関し、次のとおり協定を締

結する。 

 

（実習の内容） 

第１条 実習を受ける者（以下「実習生」という。）は、第３条に定める指導医の指導の下に、

救急救命士に求められる救命救急業務のほか、医師派遣用自動車及び患者搬送用自動車の運

行による初期の救命救急業務を修得する。 

２ その他の実習の内容は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。 

 

（実習の期間） 

第２条 実習の期間は、山梨県メディカルコントロール協議会より指定された期間とする。た

だし、必要がある場合には、甲乙協議のうえ、その期間を変更することができる。 

 

（指導医の選任） 

第３条 乙は、実習について、救命救急センターの医師を指導医として定めるものとする。 

 

（規則の厳守等） 

第４条 実習生は、実習期間中において、乙の就業に関する諸規則等を遵守し、指導医の指揮

監督により救命救急業務に従事するものとする。 

２ 実習生が、前項の規定に違反し、乙における実習生としてふさわしくない行為があった場

合には、乙は甲にその旨を通知し、以後の実習を拒否することができる。 

３ 実習にあたり、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎の抗体検査結果報告書を提出するとと

もに、病院内における感染症の蔓延防止に努めるものとする。 

なお、ワクチン接種に関する詳細は、「一般社団法人日本環境感染学会 医療関係者の

ためのワクチンガイドライン」の規定によるものとする。 

 

（費用負担） 

第５条 実習費の額は、実習生１人につき月額３，８８４円（消費税抜 端数切捨。）とする。 

２ 実習費は、当該実習の開始年月日を目安として、実習日数の合計より月数を算定し月額を

支払うものとする。 

３ その他の実数期間中に要した費用の負担については、甲乙協議のうえ、決定するものとす

る。 
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（秘密を守る義務） 

第６条 実習生は、実習期間中に知り得た秘密について、実習中はもとより実習終了後におい

ても守秘義務を負うものとする。 

 

（損害賠償等） 

第７条 実習生が第三者に損害を与えた場合は、甲又は乙は法令の定めるところにより、損害

賠償の責任を負う。 

２ 前項の定めにより、乙が損害賠償の責任を負うとき、実習生に故意又は重過失がある場合

は、乙は実習生に対し求償する権利を有するとともに、甲は実習生と連帯して求償に応じる

ものとする。 

３ 実習生が乙の施設、設備を故意又は過失により毀損した場合は、甲は実習生と連帯して乙

に対し損害賠償の責任を負うものとする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協

議して定めるものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保管する

ものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  山梨県○○市○○丁目  番  号 

○○消防本部 

消防長 ○○ ○○ 

 

 

乙  山梨県甲府市富士見１－１－１ 

地方独立行政法人山梨県立病院機構 

山梨県立中央病院 

院 長   


